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;;卜::伝

統
中
国
に
お
け
る

「
観
念
的
権
利
」

の
欠
知

|
|
私
権
形
成
の
基
礎
を
め
ぐ
る
文
化
的
ル
l
ツ
の
視
角
か
ら
の
比
較
考
察
|
|

「
観
念
的
権
利
」
と
「
実
在
的
権
利
」

i
l
文
化
的
ル

i
ツ
の
起
源
を
探
る

(
一
)
伝
統
中
国
に
は
発
達
し
た
財
産
、
契
約
制
度
、
す
な
わ
ち
、
「
実

在
的
」
権
利
が
存
在
し
た

彰

誠

信

鈴

木

賢

・

金

東

燥

訳

(
1
)
 

酋
周
の
「
鴻
天
之
下
、
莫
非
王
士
一
率
土
之
賓
、
莫
非
王
臣
」
を
惰
矢

と
し
て
、
歴
代
王
朝
の
動
産
お
よ
び
不
動
産
に
か
か
わ
る
制
度
は
、
伝
統

中
国
に
高
度
な
財
産
制
度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
て
い

(2) 

る
。
ま
た
、
「
詩
経
」
の
中
の
「
岐
之
蛍
貴
、
抱
布
貿
統
」
お
よ
び
「
周

(3) 

礼
」
の
中
の
「
聴
称
責
以
博
別
」
「
聴
取
予
以
書
契
」
、
「
聴
買
売
以
質
剤
」
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と
い
っ
た
記
述
、
さ
ら
に
は
各
王
朝
時
代
に
現
れ
た
各
種
の
契
約
文
書
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
取
引
の
存
在
と
実
在
的
財
産
権
の
帰
属
を
定
め
た
制
度

(4) 

は
、
伝
統
中
国
に
契
約
制
度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

歴
史
的
事
実
は
、
我
わ
れ
に
伝
統
中
国
に
も
西
洋
社
会
と
同
じ
く
(
も
っ

と
も
程
度
に
お
い
て
差
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
)
高
度
な
財
産
、
契

約
な
ど
に
関
す
る
私
権
制
度
が
存
在
し
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
私
権

が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
な
ら
ば
、
伝
統
中
国
法
に
は
、
窃
盗
に
対
す

る
刑
事
的
制
裁
も
、
土
地
の
帰
属
、
使
用
な
ど
に
関
す
る
制
度
、
規
範
は

存
在
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
こ
れ
ら
は
ロ

l
マ
法
の
よ
う
に

発
達
し
た
私
法
体
系
を
形
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
ま
た
本

来
私
法
上
の
保
護
に
か
か
わ
る
問
題
も
刑
律
の
中
に
出
現
し
た
と
は
い
え
、

こ
れ
を
も
っ
て
伝
統
中
国
に
「
実
在
的
」
私
権
(
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い

て
詳
述
す
る
)
が
存
在
し
た
と
い
う
事
実
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

鄭
成
思
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
我
わ
れ
は
民
法
が
存
在
し
な
か
っ
た
時

代
あ
る
い
は
状
況
で
あ
っ
て
も
、
民
事
上
の
権
利
が
存
在
し
な
い
と
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
刑
法
な
い
し
行
政
的
取
締
法
規
、
法
令
、
勅
令
な

ど
の
規
定
に
よ
っ
て
、
伝
統
社
会
で
も
、
現
代
で
も
一
定
の
民
事
権
利
が

(
5
)
 

形
成
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
」
。

一
一
)
伝
統
中
国
に
も
「
実
在
的
」
権
利
観
念
が
あ
っ
た

中
国
で
は
太
古
の
古
か
ら
財
産
帰
属
(
所
有
権
)
の
確
定
に
か
か
わ
る

私
権
観
念
が
存
在
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
孟
子
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
:
:
:
若
民
、
則
無
恒
産
、
図
鑑
…

(6) 

恒
心
。
有
無
恒
心
、
放
砕
邪
修
、
無
不
為
己
」
。(7) 

越
国
の
慎
到
は
か
つ
て
、
「
定
賞
分
財
必
有
法
」
と
述
べ
、
物
の
帰
属

を
規
律
す
る
こ
と
は
、
社
会
の
客
観
的
要
請
で
あ
る
と
の
考
え
を
記
し
て

い
る
。
以
下
の
よ
う
に
彼
は
印
象
的
な
例
を
あ
げ
て
こ
れ
を
説
明
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
「
一
免
走
街
、
百
人
追
之
、
分
未
定
也
」
「
積
免
満
市
、

(8) 

過
而
不
顧
、
非
不
欲
免
、
分
定
不
可
争
也
」
。

秦
の
商
鞍
も
同
様
の
考
え
お
よ
び
類
似
し
た
法
的
比
倫
を
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
一
免
走
、
百
人
逐
之
、
非
以
免
可
分
以
為
百
也
、
由
名
分

之
未
定
也
。
夫
買
免
者
満
市
、
而
盗
不
敢
取
、
由
名
分
巳
定
也
。
故
名
分

未
定
、
尭
、
舜
、
局
、
湯
且
比
白
如
驚
駕
而
逐
之
」
「
名
分
己
定
、
貧
盗
不

取
O
i
-
-
-
名
分
定
、
則
大
詐
貞
信
、
民
皆
願
意
、
市
自
治
也
。
姑
夫
名
分

(9) 

定
、
勢
治
之
道
也
」
「
名
分
不
定
、
勢
乱
之
道
也
」
。

さ
ら
に
、
北
宋
の
蘇
戟
は
、
「
且
夫
天
地
之
問
、
物
各
有
主
、
有
非
吾

之
所
有
、
雄
一
世
話
而
莫
取
。
惟
江
上
之
清
風
、
与
山
間
之
明
月
、
耳
得
之

而
為
声
、
日
遇
之
而
成
色
、
取
之
無
禁
、
用
之
不
掲
、
是
造
物
者
之
無
尽

(
叩
)

裁
也
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
中
国
史
上
た
び
た
び
起
き
た
大
規
模
な
農
民
蜂
起
も
ま
た
、

北法55(2・194)628



民
衆
の
財
産
上
の
権
利
に
関
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
張
の
表
れ
で
あ
っ
た

と
も
解
さ
れ
る
。

伝統中国における「観念的権利jの欠如

一
般
的
に
い
っ
て
、
意
識
あ
る
い
は
抽
象
的
思
惟
お
よ
び
概
括
能
力
と

い
う
も
の
は
、
人
間
の
本
能
の
反
映
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
(
権

利
意
識
を
含
む
)
が
生
起
す
る
の
は
、
ご
く
自
然
な
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
〉
・
玄
'
2
0
5
5
は
以
下
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
こ
れ
を

説
明
し
て
い
る
。
「
子
ど
も
が
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
、
そ
れ

を
発
見
し
た
人
で
は
な
く
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
包
み
の
裏
に
書
か
か
れ
た
名

前
の
子
ど
も
に
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
時
に
、
ま
た
原
始

村
落
で
死
者
の
財
産
が
そ
れ
を
先
取
し
た
者
で
は
な
く
、
死
者
の
息
子
あ

る
い
は
姉
妹
の
息
子
に
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
規
則
を
も
つ
に
至
っ
た
時
、

我
わ
れ
は
彼
ら
に
は
少
な
く
と
も
所
有
権
に
関
す
る
萌
芽
的
観
念
が
生
ま

(
日
)

れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
」
。
同
じ
道
理
か
ら
、
伝
統
中
国
社
会

で
も
財
産
の
帰
属
を
確
定
す
る
「
実
在
的
」
権
利
観
念
が
存
在
し
た
と
し

て
も
、
少
し
も
怪
し
む
に
足
り
な
い
。

(
三
)
伝
統
中
国
に
欠
け
て
い
た
の
は
「
観
念
的
権
利
」
で
あ
る

確
か
に
、
中
国
伝
統
文
化
の
中
に
は
、
西
洋
文
化
に
は
最
初
か
ら
多
か

れ
少
な
か
れ
備
わ
っ
て
い
た
「
平
等
」
「
自
由
」
な
ど
、
真
の
権
利
と
し

て
の
意
義
を
含
ん
だ
権
利
制
度
や
観
念
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
私
は
こ
こ

で
こ
の
よ
う
な
権
利
を
「
観
念
的
」
権
利
と
概
括
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
伝
統
中
国
に
も
実
際
に
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な

種
類
の
権
利
を
「
実
在
的
権
利
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
も
っ
と
も
、
「
権

利
」
を
明
確
に
「
実
在
的
」
権
利
と
「
観
念
的
」
権
利
に
分
け
る
の
は
、

自
己
矛
盾
(
権
利
概
念
自
体
は
す
べ
て
抽
象
的
、
観
念
的
な
も
の
で
あ
る

か
ら
)
に
陥
ら
な
い
ま
で
も
、
相
当
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
右
記
の
ふ
た
つ
の
概
念
を
使
お
う
と
す
る
お
も
な
意
図
は
、

概
念
自
体
の
合
理
性
を
論
証
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
読
者
に
小

稿
の
言
い
た
い
こ
と
を
よ
り
は
っ
き
り
伝
え
た
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
「
実
在
的
権
利
」
と
「
観
念
的
権
利
」
と
い
う
区
別
を
通
じ

て
、
「
権
利
」
と
い
う
タ

l
ム
を
漠
然
と
使
う
こ
と
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ

る
意
見
の
分
岐
や
難
点
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
る
学
者
に

よ
れ
ば
、
「
中
国
の
伝
統
的
法
概
念
の
主
旋
律
は
義
務
で
あ
り
、
権
利
を

(ロ)

示
す
い
か
な
る
音
符
も
見
い
だ
せ
な
い
」
と
い
う
。
こ
れ
は
伝
統
中
国
法

を
描
写
す
る
さ
い
の
「
権
利
」
と
い
う
用
語
の
典
型
的
な
用
例
で
あ
る
。

こ
の
本
の
核
心
的
概
念
や
前
後
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
筆
者
が
使
っ
て
い

る
「
権
利
」
と
は
、
小
稿
が
「
観
念
的
権
利
」
と
表
現
し
た
も
の
と
ほ
ぼ

(
日
)

同
じ
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
定
義
を

示
さ
な
い
用
法
で
は
、
直
接
的
な
対
話
も
切
り
出
し
ょ
う
が
な
い
。
伝
統

中
国
文
化
に
は
い
か
な
る
意
味
で
も
「
権
利
」
に
相
当
す
る
音
符
を
見
い

北j去55(2・195)629
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だ
し
得
な
い
と
い
う
が
、
中
国
で
は
古
く
か
ら
他
人
の
物
を
盗
ん
だ
り
、

強
取
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
権

(
H
H
)
 

利
」
で
は
な
い
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
何
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
さ
に
「
実
在
的
権
利
」
と
「
観
念
的
権
利
」
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ

り
、
我
わ
れ
は
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
突
っ
込
ん
だ
検
討
を
な
し
得
る
し
、

伝
統
中
団
法
に
関
す
る
研
究
も
よ
り
歴
史
の
真
実
へ
と
近
づ
こ
う
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
結
論
を
引
き
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
実
在
的
権
利
制
度
お
よ
び
観
念
」
は
、
必

ず
し
も
「
観
念
的
権
利
制
度
な
い
し
理
論
」
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。

伝
統
中
国
法
で
は
発
達
し
た
財
産
制
度
か
ら
抽
出
さ
れ
た
神
聖
な
る
私
権

と
い
う
観
念
を
つ
い
に
生
み
出
さ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
完
備
さ
れ
た
契
約

制
度
か
ら
平
等
、
自
由
な
ど
の
契
約
の
精
神
、
メ
タ
レ
ベ
ル
の
契
約
理
論

を
抽
出
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
伝
統
中
国
の
財
産
、
契
約
な
ど
の
発
展

史
か
ら
少
な
く
と
も
以
下
の
よ
う
な
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
「
観
念
的
」
権
利
理
論
と
「
実
在
的
」
財
産
、
契
約
制
度
と
の
あ

い
だ
に
は
必
然
的
な
つ
な
が
り
は
な
い
。

「
観
念
的
権
利
の
理
論
」
が
西
洋
人
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
西
洋
か
ら
法
学
が
伝
わ
る
ま
で
は
、

市
国
で
は
「
観
念
的
権
利
の
理
論
」
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、

権
利
の
精
神
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
ま
っ
た
く
知
る
こ
と
も
な

か
っ
た
。
問
題
は
高
度
に
発
達
し
た
「
実
在
的
」
財
産
、
契
約
制
度
を
も
っ

た
伝
統
中
国
で
、
な
ぜ
「
観
念
的
権
利
の
理
論
」
を
抽
出
す
る
こ
と
が
な

か
っ
た
の
か
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
西
洋
社
会
で
は
い
か
な
る
要
因

で
「
観
念
的
権
利
理
論
」
の
遺
伝
子
が
生
み
出
さ
れ
た
の
か
で
あ
る
。
こ

れ
は
私
権
発
生
の
根
元
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
私
権

研
究
の
格
好
の
切
り
口
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
疑
問
を
解
明
す
る
た
め
に

は
、
中
国
と
西
洋
の
伝
統
文
化
の
ル

l
ツ
に
遡
り
、
深
層
に
潜
む
原
因
を

探
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

北法55(2・196)630

文語日
化 E5
2街
有権
制型
度
/，-欠

M坦

zi 
響|

中
国
伝
統

(
二
中
国
の
「
礼
治
」
「
儒
教
」
の
伝
統
と
「
忍
辱
」
「
服
従
」
の
「
抑

(
日
)

引
」
の
観
念
|
|
「
観
念
的
権
利
」
欠
如
の
思
想
的
原
因

伝
統
中
国
で
は
、
奏
、
舜
、
百
円
、
周
の
朝
文
、
武
の
両
王
な
ど
の
最
も

古
い
帝
王
を
、
一
貫
し
て
聖
人
な
い
し
能
人
と
看
倣
し
て
き
た
。
ま
た
、

能
人
が
国
を
治
め
る
と
の
観
念
が
代
々
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
韓
愈
は
、
「
桑

是
以
伝
之
舜
、
舜
是
以
伝
之
苗
問
、
局
是
以
伝
之
湯
、
湯
是
以
伝
之
文
、
武
、

(
日
山
)

周
公
、
丈
、
武
、
周
公
伝
之
孔
子
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
ト

ン
が
渇
望
し
た
「
聖
人
」
に
よ
る
政
治
の
理
想
は
、

中
国
で
は
と
っ
く
に



伝統中国における「観念的権利」の欠如

実
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
聖
人
」
に
よ
る
政
治
が
依
拠
し
た
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
は
、
一
夏
、
商
時
代
の
「
受
命
於
天
」
「
恭
行
天
罰
」
と
い
う
神
権
法

的
思
想
、
西
周
の
時
代
に
は
「
礼
治
」
の
基
礎
と
な
る
「
親
親
」
「
尊
尊
」

(口)

の
宗
法
思
想
に
も
と
づ
い
て
い
た
。
春
秋
の
時
期
に
は
「
礼
崩
楽
壊
」
の

現
象
が
現
れ
、
戦
国
の
時
期
に
は
墨
家
、
儒
家
、
道
家
、
法
家
に
代
表
さ

れ
る
「
百
家
争
鳴
」
の
局
面
を
迎
え
た
と
は
い
え
、
各
学
派
の
理
論
の
多

く
は
い
ず
れ
も
統
治
者
の
立
場
に
立
っ
て
統
治
の
た
め
に
知
恵
を
貸
す
と

い
う
ス
タ
イ
ル
の
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
庶
民
の
立
場
に
立
っ
て
庶
民
の

利
益
を
図
ろ
う
と
す
る
学
説
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。
個
人
の
独
立
し
た
主
体
的
地
位
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
思

想
な
ど
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
秦
は
法
家
に
依
拠
し
、
西
漢
初
期
の
黄
老
哲

学
を
そ
の
統
治
思
想
と
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
思
想
は
た
だ
諸
子
百
家
の
学

説
の
借
用
あ
る
い
は
混
用
に
過
ぎ
な
か
っ
た
(
黄
老
思
想
は
道
家
思
想
を

も
っ
て
法
家
思
想
の
弱
点
を
補
お
う
と
し
た
試
み
で
あ
っ
た
)
。
そ
の
本

質
に
お
い
て
実
質
的
違
い
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
漢
の
武
帝
は
董
仲
針

の
「
罷
剛
型
臼
家
、
独
尊
儒
術
」
と
い
う
意
見
を
採
り
い
れ
、
そ
れ
以
後
、

「
三
綱
五
常
」
を
中
核
と
す
る
封
建
的
儒
(
礼
)
教
思
想
を
も
っ
て
正
統

思
想
と
し
、
二

0
0
0
年
余
り
に
も
わ
た
っ
て
中
国
を
支
配
す
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

当
初
か
ら
最
高
指
導
者
に
対
す
る
崇
拝
、
尊
敬
な
い
し
畏
怖
す
る
心
理

は
、
人
々
に
自
分
が
個
人
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
、
人
間
同
士
が
平
等
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
を
希
薄
に
さ
せ
た
。
ま
た
、
支
配
者
に

よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
家
父
長
制
を
中
核
と
す
る
札
教
思
想
は
、
個
人
と
し

て
の
意
識
の
務
芽
を
さ
ら
に
抑
制
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

中
国
古
代
の
支
配
者
も
と
き
に
は
「
仁
政
」
「
善
制
」
の
実
行
を
提
唱

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
は
庶
民
を
重
視
、
配
慮
す
る
よ
う
な
民

本
主
義
的
な
政
治
・
法
思
想
も
含
ま
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
孟
子
日
く
、

(
凶
)

「
民
為
貴
、
社
稜
次
之
、
君
為
軽
」
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
の
本
当
の
意

図
は
、
も
っ
ぱ
ら
杜
稜
の
恒
久
と
君
位
の
、
水
保
に
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ

ば
民
が
「
貴
い
」
は
ず
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
随
の
大
臣
季
梁
も
「
夫
民
、

(
凶
)

神
之
主
也
、
是
以
聖
王
先
成
民
而
後
致
力
於
神
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
季

梁
も
人
民
の
立
場
に
立
っ
て
人
民
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、

自
分
を
人
民
の
一
員
と
考
え
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
王

を
聖
王
に
す
る
た
め
、
ま
た
聖
王
の
支
配
の
た
め
に
人
民
を
神
の
主
の
地

位
に
位
置
づ
け
た
に
過
ぎ
な
い
。
も
し
民
の
社
会
的
地
位
を
真
に
承
認
し

よ
う
と
い
う
な
ら
、
聖
王
の
恩
賜
に
頼
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
人
民
自

身
が
制
定
し
た
制
度
に
よ
っ
て
、
そ
の
個
人
の
権
利
を
承
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
中
国
で
は
と
う
て
い
な
し
え
な
い

こ
と
で
あ
っ
た
。

北法55(2・197)631
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こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
伝
統
中
国
の
法
思
想
で
は
「
仁
」
の
観
念
を
徹

底
的
に
貫
く
こ
と
は
な
く
、
「
暴
」
を
法
実
現
の
補
助
手
段
と
し
て
位
置

づ
け
た
。
帯
住
存
福
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
中
国
の
法
律
お
よ
び
思
想
シ

(
初
)

ス
テ
ム
は
、
一
貫
し
て
仁
と
暴
の
結
合
体
で
あ
っ
た
」

0

「
仁
」
は
「
上
か

ら
下
へ
の
」
民
衆
に
対
す
る
「
安
撫
」
で
あ
り
、
「
暴
」
は
強
力
な
手
段

に
よ
る
人
民
に
対
す
る
直
接
的
な
「
威
嚇
」
で
あ
る
。
「
仁
」
と
「
暴
」
、

す
な
わ
ち
ソ
フ
ト
な
「
安
撫
」
と
ハ
ー
ド
な
「
威
嚇
」
が
結
び
つ
く
と
き
、

民
衆
の
主
体
的
意
識
を
育
む
土
壌
は
存
在
し
が
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

伝
統
中
国
に
も
人
の
本
性
を
大
い
に
発
揮
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主

張
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
精
神
的
に
極
め
て
自
由
で
あ
り
、
極
め
て
開
放

的
で
あ
り
、
最
も
智
慧
に
富
み
、
最
も
熱
情
に
溢
れ
た
時
期
」
、
す
な
わ

ち
、
貌
、
晋
、
南
北
朝
の
時
代
で
あ
り
、
こ
の
時
期
は
「
中
国
で
は
周
秦

(
幻
)

諸
子
以
来
の
二
度
目
の
哲
学
時
代
」
と
評
さ
れ
る
。
付
制
康
公
然
と
伝
統
道

徳
の
人
間
の
本
性
に
対
す
る
抑
圧
を
否
定
し
た
。
彼
は
「
六
経
以
抑
引
為

(
辺
)

主
、
人
性
以
従
欲
為
歓
一
抑
引
則
違
其
願
、
従
欲
則
得
自
然
」
と
述
べ
、

君
主
も
大
臣
も
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
社
会
の
理
想
を
提
起
し
て
、
「
無
君

(
お
)

而
庶
物
定
、
無
臣
而
万
事
理
」
、
「
君
立
而
虐
興
、
臣
設
而
詐
生
」
と
し
た
ο

し
か
し
、
彼
が
強
調
し
た
の
は
「
人
間
」
と
し
て
の
主
体
的
地
位
を
獲
得

し
、
積
極
的
に
社
会
制
度
の
創
設
に
参
加
す
る
よ
う
に
人
々
に
督
励
す
る

こ
と
で
は
な
く
、
消
極
的
に
拘
束
の
な
い
自
然
状
態
に
一
反
る
こ
と
を
勧
め

た
の
で
あ
っ
た
。

北法55(2・198)632

全
体
的
に
見
る
と
「
礼
法
」
の
思
想
と
「
儒
教
」
の
学
説
の
政
治
シ
ス

テ
ム
に
お
け
る
反
映
は
、
「
独
裁
」
と
「
公
権
力
」
至
上
で
あ
る
。
一
般

民
衆
に
対
す
る
思
想
統
制
の
面
で
の
反
映
は
「
主
体
」
観
念
の
抹
消
で
あ

る
。
「
親
親
」
「
尊
尊
」
の
よ
う
な
「
礼
法
」
の
思
想
が
人
々
に
与
え
た
の

は
、
お
お
く
は
階
層
観
念
と
服
従
心
理
で
あ
り
、
「
仁
」
「
義
」
「
礼
」
「
智
」

「
信
」
の
よ
う
な
「
儒
教
」
の
学
説
が
人
々
に
も
た
ら
し
た
の
も
、
忍
辱

と
服
従
を
内
在
さ
せ
る
「
抑
引
」
の
観
念
で
あ
っ
た
。

思
想
が
長
い
間
抑
圧
さ
れ
て
き
た
社
会
で
は
、
人
び
と
は
自
由
の
理
念

を
打
ち
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
「
観
念
的
権
利
」
を
生
み
、
存
続
さ

せ
る
思
想
的
土
壌
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
震
存
福
は
そ
の
ひ
と
つ
の

要
因
を
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
中
国
で
は
仁
政
、
普
制
の
中

に
反
映
さ
れ
て
い
る
人
道
は
、
上
か
ら
下
へ
の
恩
沢
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は

最
高
支
配
者
の
考
え
し
だ
い
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
他
方
、
西
洋
法
に
お
け

る
人
権
、
平
等
、
自
由
は
、
理
論
的
に
は
庶
民
に
そ
も
そ
も
あ
っ
た
も
の

で
、
上
に
立
つ
者
は
単
に
こ
れ
を
保
護
し
、
調
停
し
て
い
た
に
す
ぎ
な

(μ) 
い」。つ

二
中
国
の
階
層
制
度
、
宗
族
観
念
と
身
分
的
し
が
ら
み
|
|
「
観
念

的
権
利
」
欠
如
の
制
度
的
原
因
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法
制
度
と
政
治
制
度
は
緊
密
に
繋
が
っ
て
い
る
た
め
、
集
権
的
、
独
裁

的
な
封
建
的
階
層
、
特
権
社
会
に
お
い
て
は
、
私
的
権
利
と
政
治
権
力
は

同
様
に
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
実
際
の
生
活
に
お
い
て
は
、
烏
廷
玉

が
い
う
よ
う
に
、
以
下
の
よ
う
な
状
況
は
免
れ
が
た
い
。
す
な
わ
ち
、
「
中

国
で
は
礼
俗
の
面
で
階
層
的
差
別
が
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
土
地
所
有

(
お
)

制
の
面
で
も
階
層
構
造
が
存
在
し
た
」
。
例
え
ば
、
東
漢
の
時
代
に
は
世

(
お
)

襲
的
な
地
主
家
族
が
長
い
間
政
権
を
握
っ
て
い
た
。
伝
統
的
「
礼
治
」
思

想
と
「
儒
教
」
学
説
の
影
響
を
受
け
た
独
裁
的
政
治
体
制
の
下
で
は
、
い

わ
ゆ
る
私
有
財
産
制
度
が
存
在
し
、
契
約
取
引
規
則
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

こ
れ
ら
の
権
利
は
不
安
定
で
、
予
期
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
伝
統
中
国

法
で
は
、
純
粋
な
私
的
所
有
権
や
自
由
な
契
約
制
度
を
認
め
た
こ
と
は
な

か
っ
た
と
い
い
う
る
。

一
具
体
的
に
伝
統
中
国
の
財
産
発
展
史
を
眺
め
て
み
る
と
、
礼
教
に

も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
階
層
制
度
お
よ
び
宗
族
観
念
が
、
絶
対
的
私
有

財
産
権
を
存
在
さ
せ
な
か
っ
た
。

①
「
実
在
的
」
財
産
権
の
発
生
に
つ
い
て
い
え
ば
、
財
産
は
ま
ず
行
政

的
「
特
権
」
に
よ
る
社
会
的
分
配
と
し
て
の
特
権
と
し
て
現
れ
、
法
律
上

の
「
私
権
」
の
分
配
で
は
な
か
っ
た
。
西
洋
に
お
け
る
法
律
に
よ
る
財
産

帰
属
の
確
定
と
い
う
ス
タ
イ
ル
と
は
対
照
的
に
、
伝
統
中
国
で
は
支
配
者

の
口
述
あ
る
い
は
詔
書
に
よ
っ
て
臣
民
に
財
産
を
賦
与
し
た
の
で
あ
る
。

今
日
の
用
語
で
い
え
ば
、
行
政
的
手
段
で
財
産
の
帰
属
を
確
定
し
た
こ
と

に
な
る
。
た
と
え
ば
、
漢
高
祖
五
年
五
月
に
詔
令
を
発
し
て
「
詔
吏
先
予

回
宅
」
と
し
て
い
る
。
「
回
宅
」
は
帝
王
の
手
中
に
あ
り
、
そ
れ
は
財
産

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
特
権
で
あ
っ
た
。

法
律
と
行
政
手
段
の
違
い
は
、
前
者
に
は
衆
意
性
、
平
等
性
、
規
範
性
、

公
一
不
性
、
長
期
性
、
信
頼
性
が
備
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
随

意
性
、
隠
蔽
性
、
不
確
定
性
、
不
公
平
性
、
不
平
等
性
が
あ
る
こ
と
で
あ

る。
M
N
O出

n
o
m
-
v
o
E
E
は
行
政
的
手
段
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
社
会
統
制
に
つ

い
て
以
下
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
「
・
:
実
際
の
意
義
か
ら
言
え
ば
、

人
と
人
の
問
の
類
似
性
は
人
と
人
の
間
の
差
異
よ
り
も
っ
と
基
本
的
で
あ

り
、
も
っ
と
重
要
で
あ
る
が
、
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
個
性
を
否
定
し
た
り
、

個
人
の
自
発
的
活
動
を
軽
視
し
て
も
良
い
と
の
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き

な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
社
会
統
制
の
過
程
に
お
け
る
過
度
に
個
別
化
さ

れ
た
現
象
に
対
す
る
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
法
律
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

行
政
に
よ
る
社
会
統
制
に
対
す
る
答
え
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
行
政
に

よ
る
社
会
統
制
は
平
等
に
人
を
扱
う
の
で
は
な
く
、
管
理
す
る
伺
人
の
感

覚
に
よ
っ
て
人
を
扱
う
の
で
、
そ
れ
は
人
々
に
欝
屈
し
た
不
満
感
情
を
引

(
幻
)

き
起
予
」
す
」
。

伝
統
中
国
で
は
、
本
来
、
私
的
権
利
に
属
す
る
財
産
を
ま
さ
に
特
権
と

し
て
配
分
し
た
た
め
、
財
産
権
、
と
り
わ
け
土
地
に
対
す
る
権
利
の
不
確

北法55(2・199)633
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定
、
不
安
定
な
状
態
を
招
来
し
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
不
確
定
性
と
不

安
定
性
は
権
利
存
在
の
予
見
可
能
性
を
奪
っ
て
い
た
。
自
ら
が
は
た
し
て

財
産
権
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
確
実
に
予
期
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
社
会
で
は
、
「
観
念
的
権
利
」
の
理
論
が
生
ま
れ
な
い
の
は
当

然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

②
財
産
的
権
利
を
社
会
的
側
面
か
ら
見
る
と
、
お
お
よ
そ
家
父
長
の
支

配
を
典
型
と
す
る
家
族
所
有
制
で
あ
っ
て
、
個
人
の
意
思
に
も
と
づ
く
私

的
所
有
制
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
礼
記
」
に
は
「
父
母
在
不
敢
有
其

(
お
)

身
、
不
敢
私
其
財
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
「
父
叫
子
亡
、
子
不
敢
不
亡
」

と
い
う
社
会
で
は
、
個
人
財
産
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
は
な
ん
の

意
味
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
宋
刑
統
」
に
は
、
「
諸
家
長
在
、
而
子

孫
弟
佳
等
不
得
靴
以
奴
焼
、
六
畜
、
田
宅
及
余
財
物
私
自
質
挙
及
売
田

(
明
日
)

宅
」
の
規
定
が
あ
る
。
宋
律
が
財
物
の
売
買
を
許
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ

は
完
全
に
自
由
な
取
引
で
は
な
く
、
煩
雑
な
手
続
が
必
要
と
さ
れ
た
。
た

と
え
ば
、
「
宋
刑
統
」
に
は
、
「
応
典
売
僑
当
物
業
、
先
間
房
親
…
房
親
不

(
却
)

要
、
次
間
四
隣
一
四
隣
不
要
、
他
人
弁
得
交
易
」
の
規
定
が
あ
る
。
な
お
、

一
九
世
紀
の
初
め
ご
ろ
に
編
纂
さ
れ
た
「
大
清
民
律
草
案
」
の
親
族
、
相

続
編
に
も
、
は
や
り
「
家
政
統
摂
於
家
長
」
の
規
定
が
あ
る
。
個
人
の
排

他
的
財
産
と
い
う
も
の
が
な
く
、
自
分
の
体
で
す
ら
自
分
の
所
有
で
あ
る

と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
伝
統
中
国
で
個
人
主
義
思
想
が
生
ま
れ

な
か
っ
た
原
因
が
何
で
あ
っ
た
か
が
た
や
す
く
分
か
ろ
う
と
い
う
も
の
で

北法55(2・200)634

あ
る
。③

財
産
的
権
利
に
対
す
る
保
護
の
側
面
か
ら
見
る
と
、
中
国
の
各
王
朝

に
は
す
べ
て
土
地
使
用
権
が
存
在
し
、
多
く
の
王
朝
で
は
土
地
所
有
権
が

存
在
し
た
が
、
公
権
力
絶
対
至
上
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
権
利
が
絶
対
的

保
護
を
受
け
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
最
も
明
ら
か
な
現
象
と
し
て
は
、
皇

帝
は
随
意
に
あ
る
人
間
の
財
産
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
い
か

な
る
法
的
な
手
続
も
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
烏
廷
玉
は
周
代
の

天
子
の
土
地
所
有
権
に
は
両
国
性
あ
っ
た
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
周
天
子
の
土
地
所
有
権
は
、
諸
侯
へ
の
土
地
の
配
分
、
同
時
に
ま
た
諸

(
幻
)

侯
の
封
地
を
収
奪
し
う
る
こ
と
に
表
れ
る
」
。
す
な
わ
ち
、
諸
侯
の
土
地

で
す
ら
天
子
の
意
志
に
よ
っ
て
奪
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
諸
侯
に

対
し
て
「
一
不
朝
、
則
庇
其
爵
一
再
不
朝
、
則
削
其
地
一
一
一
一
不
朝
、
則
六

(
日
記
)

師
移
之
」
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
庶
民
の
財
産
が
受
け
ら
れ

る
保
護
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
想
像
で
き
よ
う
。
「
漢
書
」

の
「
夫
度
田
非
宜
寡
、
而
計
民
未
加
益
、
以
口
量
地
、
其
於
古
抗
有
余
、

(
お
)

而
食
之
甚
不
足
者
、
其
答
安
在
?
」
、
「
今
法
律
賎
商
人
、
商
人
巳
富
貴
失

(M) 

一
尊
曲
辰
夫
、
曲
辰
夫
巳
貧
賎
失
」
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
沢
山
の
論
拠
を
も

っ
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
根
源
は
や
は
り
財
産
的
権
利
に
対
す

る
真
の
許
容
、
尊
重
と
保
護
の
程
度
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
し
、
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(
お
)

漢
の
成
帝
の
よ
う
に
「
軽
奪
民
財
、
不
愛
民
力
」
で
あ
る
な
ら
、
人
々
は

結
局
何
も
所
有
で
き
な
い
。

二
具
体
的
に
伝
統
中
国
の
契
約
発
展
史
を
眺
め
て
み
る
と
、
礼
教
に

も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
階
層
制
度
お
よ
び
宗
族
観
念
も
、
中
国
で
な
ぜ

自
由
、
平
等
な
契
約
観
念
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
か
の
決
定
的
要
因
で
あ
る
。

伝
統
中
国
に
は
契
約
制
度
は
存
在
し
た
け
れ
ど
も
、
抽
象
的
契
約
理
論

や
メ
タ
レ
ベ
ル
の
契
約
原
則
が
存
在
し
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
今
日
の

よ
う
な
契
約
自
由
、
平
等
観
念
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
の

原
因
は
、
ま
ず
契
約
主
体
問
の
階
層
身
分
の
分
岐
が
契
約
上
の
権
利
、
義

務
の
不
平
等
を
招
来
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
い
で
、
契
約
は
当
時
の
政
府

の
管
理
の
手
段
と
見
ら
れ
、
当
事
者
間
の
自
由
意
志
を
遥
か
に
超
え
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
唐
律
に
は
「
凡
売
買
奴
娘
、
牛
馬
舵
線
灘
等
、
用
本
司
本

(
刊
押
)

部
公
験
以
立
券
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
立
券
し
な
か
っ
た
場
合
、
結
果

は
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
「
唐
律
疏
議
・
雑
律
」
で
は
、
「
諸
買
奴
娘
、

馬
牛
舵
螺
輔
、
不
立
市
券
、
過
三
日
答
三
十
一
売
者
、
減
一
等
」
と
定
め

(
幻
)

て
い
た
。
「
比
之
資
材
」
「
一
一
律
必
畜
産
」
の
奴
隷
が
契
約
の
目
的
物
に
な
り

得
た
こ
と
は
と
も
か
く
、
契
約
(
券
)
自
体
は
、
当
事
者
の
意
思
の
表
現

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
政
府
の
管
理
手
段
で
あ
っ
た
。
契
約
自
由
、
平
等

の
理
念
な
ど
が
生
ま
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

思
想
的
抑
圧
と
制
度
的
束
縛
に
よ
っ
て
、
伝
統
中
国
で
は
ず
っ
と
平
等
、

自
由
を
主
張
す
る
個
人
主
義
思
想
は
そ
の
痕
跡
す
ら
確
認
で
き
な
い
。
伝

統
中
国
法
で
は
「
観
念
的
権
利
」
が
全
体
と
し
て
欠
如
し
て
い
た
の
で
あ

る。

「
観
念
的
権
利
」
が
生
ま
れ
る
文
化
的
背
景

l
l
l
西
洋
の
自
然
哲
学
と
自
然
法
思
想

(
二
西
洋
の
文
化
的
伝
統
|
|
自
然
哲
学
と
自
然
法
思
想

一
自
然
哲
学
か
ら
自
然
法
へ

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
は
早
く
も
「
正
義
」
「
平
等
」
「
自
由
」
「
法

治
」
な
ど
の
理
念
に
つ
い
て
議
論
を
は
じ
め
て
い
た
。
紀
元
前
五
世
紀
の

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
す
で
に
ポ
レ
マ
ル
コ
ス
、
ア
リ
ス
ト
ン
、
ケ
パ
ロ
ス
な

(
お
)

ど
と
正
義
と
は
何
か
に
つ
い
て
論
争
を
展
開
し
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ま
た
、

「
寡
頭
思
想
」
が
「
民
主
主
義
思
想
」
に
転
換
し
た
い
き
さ
つ
に
つ
い
て

分
析
を
行
い
、
「
民
主
国
家
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
」
は
「
自
由
」
で
あ
る

(
却
)

と
指
摘
し
た
。
紀
元
前
四
世
紀
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
明
ら
か
に
す
で
に

法
律
と
正
義
を
一
体
の
も
の
と
し
て
理
解
し
、
「
法
律
の
現
実
的
意
義
は
、

全
国
の
人
民
す
べ
て
が
正
義
と
善
徳
に
近
づ
く
よ
う
促
す
た
め
の
(
恒
久

的
な
)
制
度
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。
彼
は
ま
た
「
公
正
」
の
「
真

北法55(2・201)635
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の
意
義
」
が
「
主
に
平
等
に
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
紀
元
前
一
世
紀

の
キ
ケ
ロ
は
「
法
」
「
美
徳
」
「
正
義
」
な
ど
の
価
値
を
相
互
に
結
び
つ
け

て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
法
と
美
徳
は
追
求
す
る
に
値
す
る
。

実
際
に
す
べ
て
の
高
尚
な
人
は
公
正
と
法
自
体
を
好
む
し
、
高
尚
な
人
は

く
だ
ら
な
い
物
を
間
違
っ
て
大
事
に
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
法
自
体
は
人
聞
が
追
求
し
、
大
事
に
す
る
に
値
す
る
も
の
で
あ

る
。
正
義
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
も
し
正
義
が
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

(
引
)

の
他
の
い
ろ
い
ろ
な
徳
行
も
大
事
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
、
つ
」
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
ポ
リ
ス

の
制
度
と
民
主
政
治
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
り
、
も
っ
と
根
源
的
に
は
こ

れ
ら
の
制
度
の
背
後
に
は
自
然
哲
学
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
哲
学
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
哲
学
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
哲
学
な
い
し
お
よ
そ

西
洋
の
哲
学
を
論
ず
る
際
に
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
説
き
起
こ
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
同
U
S
E
r
-丘
q
は
、
「
ギ
リ
シ
ア
人
は
、
そ
の

後
の
す
べ
て
の
西
洋
思
想
体
系
の
基
礎
を
構
築
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、

二
千
年
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
が
探
求
し
て
き
た
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の

(
必
)

問
題
を
提
起
し
、
そ
れ
に
回
答
を
示
し
た
」
と
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
を
-
評
価

し
て
い
る
。
お
お
よ
そ
紀
元
前
五
世
紀
以
前
(
お
も
に
紀
元
前
七
1
紀
元

前
五
世
紀
)
に
存
在
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
自
然
哲
学
は
客
観
的
世
界
の

本
質
に
つ
い
て
の
探
求
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
当
時
の
哲
学
者
タ
レ
ス

(
B

C
六
二
四
年

1
ワ
年
)
、
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス

(
B
C
六
一
一
年

1
B

C
五
四
七
ま
た
は
五
四
六
年
)
、
ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
ス

(
B
C
五
八
八
年

1

五
二
四
年
)
ら
は
、
事
物
の
本
質
問
題
に
つ
よ
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。

彼
ら
は
世
界
を
構
成
す
る
物
質
は
何
か
を
問
、
っ
た
。
解
答
は
通
常
、
具
体

的
に
確
定
さ
れ
た
実
体
、
つ
ま
り
水
ま
た
は
気
体
、
な
い
し
こ
れ
ら
の
元

素
か
ら
抽
出
さ
れ
た
物
質
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
な
ど
の
哲
学

者
は
、
形
式
と
関
係
と
い
っ
た
問
題
お
よ
び
世
界
の
統
一
性
と
法
則
性
な

{

刊

日

)

ど
の
問
題
に
注
目
し
、
思
索
を
重
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア

哲
学
は
こ
の
よ
う
に
最
初
は
お
も
に
人
間
の
外
の
自
然
に
関
心
を
向
け

(
自
然
哲
学
)
、
そ
の
後
し
だ
い
に
人
間
内
部
、
す
な
わ
ち
人
類
自
身
に

関
心
を
移
動
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
性
格
を
も

(
付
)

つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

北法55(2・202)636

ギ
リ
シ
ア
人
の
経
済
的
繁
栄
、
と
く
に
民
主
的
政
治
制
度
の
発
展
に
と

も
な
い
、
個
人
主
義
が
生
ま
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
ア
テ
ネ
で
は
「
と
き

に
は
迫
害
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
市
民
は
も
っ
と
も
よ
き
時
代
に
は

(
川
町
)

国
{
永
か
ら
制
限
さ
れ
な
い
幅
広
い
自
由
を
享
有
し
て
い
た
」
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
司

g
r
4
z
q
の
研
究
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
。
彼
に

よ
れ
ば
、
「
紀
元
前
五
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
人
民
の
政
治
、
経
済
お
よ
び
文

化
面
で
の
経
験
は
、
そ
の
哲
学
者
の
特
徴
づ
け
る
啓
蒙
精
神
の
発
展
に
き

わ
め
て
プ
ラ
ス
に
作
用
し
た
。
ペ
ル
シ
ア
戦
争

(
B
C
五
O
O
年

l
B
C
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四
四
九
年
)
の
結
果
、
ア
テ
ネ
は
海
洋
の
覇
者
と
な
り
、
世
界
に
強
権
を

ふ
る
い
、
ギ
リ
シ
ア
の
商
業
、
文
化
、
芸
術
の
中
心
と
な
っ
た
」
。
か
く

し
て
、
「
新
し
い
秩
序
は
大
き
な
経
済
的
変
化
と
民
主
的
制
度
の
確
立
を

も
た
ら
し
、
こ
れ
が
さ
ら
に
独
自
の
思
考
と
行
動
を
誘
発
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
一
種
の
欲
望
、
す
な
わ
ち
権
力
や
権
力
に
結

び
つ
き
う
る
も
の
、
た
と
え
ば
財
貨
、
名
誉
、
文
化
、
実
力
、
成
功
で
あ
っ

た
。
宗
教
、
道
徳
、
政
治
、
哲
学
、
科
学
、
芸
術
に
関
す
る
伝
統
的
考
え

方
は
批
判
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
古
い
基
盤
の
多
く
は
実
践
の
な
か

で
覆
さ
れ
て
い
っ
た
。
否
定
的
精
神
が
固
に
遍
く
流
布
さ
れ
た
う
こ
の

時
代
は
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
啓
蒙
時
代
(
〉

C
E田
包
括
)
と
概
括
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
新
し
く
生
ま
れ
た
精
神
状
態
は
自
然
に
個
人
主

義
の
派
生
を
促
し
た
。
個
人
は
団
体
の
権
威
か
ら
逃
れ
、
は
じ
め
て
自
助

努
力
、
独
自
の
思
考
、
解
脱
へ
の
希
求
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
古
き
伝
統

(
刊
)

に
は
依
拠
し
な
く
な
っ
た
」
。

政
治
、
道
徳
、
宗
教
、
哲
学
が
全
面
的
に
発
展
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
で

は
、
こ
の
よ
う
に
し
だ
い
に
色
濃
く
な
っ
て
き
た
自
由
、
個
人
主
義
的
傾

向
が
一
貫
し
て
見
ら
れ
た
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
こ
の
新
し
い
運
動
の
代
表
者

で
あ
っ
た
。
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
い
う
言
葉
は
も
と
も
と
賢
く
才
能
の
あ
る

人
を
指
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
代
で
は
プ
ロ
の
教
師
の
こ
と
を
指
し
て
い

(
灯
)

た
」
。
「
キ
ケ
ロ
が
い
う
に
は
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
哲
学
を
天
上
か
ら
人
間
界

に
引
き
ず
り
降
ろ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
に
関
心
を
外
界
か
ら
人
間
自

身
へ
と
移
動
さ
せ
、
人
類
を
専
門
に
研
究
す
る
こ
と
は
個
人
を
研
究
す
る

(ω) 

こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」
。

哲
学
者
が
研
究
の
対
象
を
認
識
の
主
体
に
据
え
は
じ
め
、
ま
た
哲
学
者

自
身
が
個
人
主
義
の
影
響
を
受
け
る
に
至
っ
て
、
知
識
に
対
す
る
認
知
に

(
刊
)

お
い
て
、
必
ず
「
人
は
自
己
を
尺
度
に
す
る
」
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た

め
哲
学
の
学
説
は
百
家
争
鳴
の
様
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

彼
ら
の
論
証
も
ま
た
必
然
的
に
自
然
哲
学
の
手
法
に
従
う
よ
う
に
な
っ

た
。
つ
ま
り
、
単
に
も
と
も
と
の
物
質
的
客
体
を
個
人
あ
る
い
は
人
と
人

の
関
係
に
置
換
し
、
実
践
的
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
論
証
も
自
然
法
則

を
借
り
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
対
話
」
の
中
で
紀
元
前

五
世
紀
の
哲
学
者
ポ
レ
マ
ル
コ
ス
、
ト
ラ
シ
ユ
マ
コ
ス
、
カ
リ
ク
ラ
ス
、

オ
テ
ィ
ド
モ
ス
が
そ
れ
ぞ
れ
の
説
を
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
を
見
て

み
よ
う

o
p
g
r
同

zqは
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
彼
ら
か
ら

見
れ
ば
、
道
徳
は
協
約
に
過
ぎ
ず
、
自
ら
の
要
求
を
同
時
代
の
人
々
に
強

要
す
る
権
利
を
も
っ
意
志
を
表
す
。
道
徳
法
規
は
『
自
然
』
に
反
し
て
い

る
。
法
と
は
弱
者
、
大
多
数
の
人
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
、
強
者
、
『
一
番

優
れ
た
者
」
を
制
約
し
、
最
適
の
人
が
し
か
る
べ
き
物
を
取
得
す
る
の
を

阻
止
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
考
え
る
人
が
い
る
。
従
っ
て
、
法
は
自
然
的

正
義
を
犯
し
て
い
る
。
自
然
権
は
強
者
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
。
他
方
で
、
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法
は
一
種
の
階
級
立
法
で
あ
り
、
少
数
の
、
強
者
と
特
権
を
有
す
る
人
た

ち
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
彼
ら
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る

と
主
張
す
る
人
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
平
民
が
法
を
守
れ
ば
、
特
権
的
な

人
に
は
有
利
に
な
り
、
平
民
に
法
を
破
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
権
を

も
っ
人
た
ち
は
も
っ
と
大
き
い
メ
リ
ッ
ト
を
得
る
と
い
う
の
で
あ

(
印
)

る
」
。
見
解
は
一
致
し
て
い
な
い
が
、
彼
ら
は
み
な
自
然
的
正
義
に
依
拠

し
て
論
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
自
然
法
則
は
実
在
の
法
律
を
参
照

し
、
こ
れ
と
対
比
し
な
が
ら
研
究
を
進
め
る
な
ら
ば
、
自
然
法
理
論
が
確

か
に
姿
を
現
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
つ
と
に
「
人
定
法
」
と
「
自
然
法
」

を
実
質
的
に
峻
別
し
て
、
前
者
を
「
あ
る
国
に
特
有
の
法
」
、
後
者
を
「
普

(
日
)

遍
的
に
適
用
さ
れ
る
法
」
と
解
し
た
。

系
統
的
な
自
然
法
理
論
は
、
学
者
た
ち
は
一
般
的
に
ゼ
ノ
ン
に
よ
っ
て

提
起
さ
れ
た
と
解
し
て
い
る
。
「
ス
ト
ア
学
派
の
創
始
者
ゼ
ノ
ン

(
B
C

一二三ムハ

1
B
C
二
六
四
年
)
は
、
最
初
に
自
然
法
理
論
を
提
起
し
た
人
物

で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
と
は
普
遍
的
に
存
在
し
、
か
つ
最
高
至

上
の
法
則
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
力
は
人
類
、
国
家
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た

(
臼
)

法
律
を
遥
か
に
超
え
る
」
。
ス
ト
ア
学
派
に
対
す
る

EA--内
向

-q
の
解
釈

は
、
「
ス
ト
ア
哲
学
は
、
個
人
の
魂
に
か
か
わ
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
あ
り
、

(
日
)

実
践
者
に
と
り
わ
け
重
要
な
内
在
的
独
立
を
賦
与
す
る
」
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

こ
の
後
、
多
く
の
学
者
た
ち
が
具
体
的
な
自
然
法
理
論
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
の
理
解
を
提
起
す
る
よ
う
に
な
る
。
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
に
し
て

も
、
個
体
性
を
強
調
す
る
自
然
哲
学
を
そ
の
思
想
的
ル

l
ツ
と
す
る
自
然

法
と
し
て
は
、
そ
の
核
心
は
あ
く
ま
で
必
然
的
に
自
然
権
で
あ
り
、
個
人

の
権
利
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
∞
百
明
白
円
回
目
同
町
・
』
は
、
自
然
権
の
中
の
個
人
主

義
の
特
徴
を
と
く
に
強
調
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
そ
れ
は
(
自
然
権
1

引
用
者
註
)
生
ま
れ
な
が
ら
の
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
慣
習
や
社
会
に
よ
っ

て
賦
与
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
権
利
が
神
に
よ
っ
て
賦
与
さ

れ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
人
間
(
人
間
で
あ
る
限
り
)
は
み
な

そ
れ
を
持
つ
資
格
を
有
す
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
「
自
然
権
論
は
必
ず
個
人
主

義
理
論
と
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
個
人
主
義
は
比
較
的
強
力
な
ス
タ
イ
ル

(
日
)

を
採
る
」
o

ロ
l
ル
ズ
も
明
ら
か
に
こ
の
点
を
認
識
し
て
い
た
。
ロ
ー
ル

ズ
に
よ
れ
ば
、
「
自
然
権
の
概
念
は
、
こ
の
権
利
が
最
初
か
ら
個
人
に
属

す
る
権
利
で
あ
り
、
ま
た
特
に
重
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
の
観
念
を
内
包

(
日
)

し
て
い
る
」
と
い
う
。

〉

-
s
g
gは
、
自
然
法
学
者
と
し
て
自
然
権
(
個
人
の
権
利
)
の
ル
ー

ツ
に
関
す
る
総
合
的
な
ま
と
め
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
然
法

の
伝
統
的
理
論
の
特
徴
は
個
人
の
権
利
が
明
ら
か
に
神
あ
る
い
は
自
然
な

(
閃
)

い
し
理
性
に
由
来
す
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
」
。
ま
た
、
ロ
ッ
ク
は
、

自
然
法
と
は
理
性
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
は
自
然
権
を
生
み
だ
し
、
自
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然
状
態
を
制
御
す
る
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
自
然
状
態
は
人
々
が
遵

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
然
法
に
対
し
て
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
。

つ
ま
り
、
理
性
も
自
然
法
で
あ
り
、
理
性
に
従
お
う
と
す
る
す
べ
て
の
人

を
教
え
導
く
よ
う
に
な
る
。
人
間
は
誰
も
が
平
等
か
つ
独
立
し
た
存
在
で

あ
り
、
い
か
な
る
人
も
他
人
の
生
命
、
健
康
、
自
由
、
財
産
を
侵
害
し
て

(
日
)

は
な
ら
な
い
」
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
も
同
じ
よ
う
な
考
え
方
を
し
て
い
る
。
「
自

然
法
は
ま
さ
に
真
に
理
性
か
ら
の
命
令
で
あ
り
、
す
べ
て
の
行
為
の
善
悪

の
尺
度
と
な
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
神
で
あ
っ
て
も
二
プ
ラ
ス
二
の
解
を

回
以
外
の
も
の
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
理
性
が
悪
と
判

(
時
)

断
し
た
も
の
を
善
に
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
『
独
立
宣
言
』
は
自
然
法
理
論
の
現
実
生
活
に
お
け
る
も
っ

と
も
ビ
ビ
ッ
ド
な
表
現
で
あ
り
、
現
実
世
界
に
お
け
る
自
然
法
理
論
の
実

践
に
お
い
て
偉
大
な
一
歩
を
記
す
も
の
で
あ
る
。
宣
言
は
、
ま
ず
独
立
と

地
位
の
平
等
を
確
保
す
る
た
め
の
指
導
的
原
則
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
原
則
は
自
然
法
お
よ
び
自
然
権
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
い
で
、
こ
れ
ら
の
原
則
に
も
と
づ
き
、
天
賦
の
権
利
を
定
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
天
賦
の
権
利
は
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
、
そ
の
中

に
は
生
命
、
自
由
、
幸
福
追
求
の
権
利
が
含
ま
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は

こ
れ
に
つ
い
て
、
「
最
初
の
人
権
宣
言
で
あ
り
、
一
八
世
紀
の
ヨ

l
ロ
ツ

(ω) 

パ
革
命
を
真
っ
先
に
実
践
し
た
」
と
述
べ
て
、
高
く
評
価
し
た
。

自
然
法
思
想
に
対
す
る
学
者
の
評
価

自
然
法
理
論
に
対
す
る
学
者
の
評
価
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
が
、

自
然
法
思
想
が
人
類
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
パ
ワ

l
、
勇
気
を
与
え
、

社
会
制
度
の
構
築
の
た
め
に
正
義
、
平
等
、
自
由
な
ど
の
理
念
的
価
値
を

提
供
し
た
こ
と
を
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

ハ
ー
ト
は
そ
の
き
わ
め
て
精
錬
さ
れ
た
言
葉
に
よ
り
自
然
法
存
在
の
合

理
性
を
説
い
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
自
然
法
学
説
は
古
典
的
な
自
然

概
念
の
一
部
分
で
あ
り
、
こ
の
自
然
概
念
の
中
で
観
察
で
き
る
世
界
は
、

こ
れ
ら
の
法
則
の
見
え
る
風
景
だ
け
で
は
な
い
。
自
然
に
つ
い
て
の
知
識

も
こ
れ
ら
の
法
則
に
関
す
る
知
識
だ
け
に
限
ら
れ
な
い
。
逆
に
、
こ
の
古

典
的
な
世
界
観
に
よ
れ
ば
、
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
物

1

|

人
、
有
機
物
、
無
機
物
は
い
ず
れ
も
、
自
己
の
生
存
を
維
持
し
よ
う
と

す
る
傾
向
を
も
つ
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
に
最
も
有
利
な
状
態
あ
る
い
は

(ω) 

そ
れ
に
適
合
的
な
目
的
(
円
Z
m
g
a
)
を
追
求
し
て
い
る
と
想
像
さ
れ
る
」

と
い
う
。
彼
は
ま
た
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
あ
る
ス
タ
イ
ル
の
自
然
法
学

説
を
持
続
的
に
主
張
す
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
自
然
法
に
依
拠
し
て
、

神
あ
る
い
は
人
の
権
威
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、
あ
る
意
味
で
は
以
下
の

よ
う
な
事
実
の
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
確
か
に
自
然
法
に
は
道
徳
と

法
律
を
理
解
す
る
う
え
で
、
あ
る
種
の
重
要
な
真
理
を
含
ん
で
い
る
か
ら

(
創
)

で
あ
る
」
。
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z
g々
回
ロ
ヨ
ロ
刊
『
玄
包
口
刊
は
、
「
こ
の
理
論
(
自
然
法
理
論
を
指
す
|
引

用
者
-
註
)
は
哲
学
的
に
欠
陥
が
あ
る
も
の
の
、
し
か
し
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
我
わ
れ
は
人
類
に
と
っ
て
の
重
要
性
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

も
し
白
然
法
が
古
代
世
界
の
普
遍
的
信
念
と
な
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
思

想
史
、
ひ
い
て
は
人
類
史
が
ど
の
方
向
へ
発
展
し
て
い
た
か
分
か
ら
な

(
臼
)

い」
0k

g
g
E
3
3回
目
白
ロ
ロ
円
巴
回
円
お
〈
町
田
は
、
「
も
し
自
然
法
が
な
か
っ
た
な

ら
、
恐
ら
〈
後
世
の
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
の
大
革
命
は
起
こ
ら
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
自
由
と
平
等
の
偉
大
な
理
想
も
、
恐
ら
く
人
々
の

(
臼
)

心
に
し
み
入
り
、
法
典
に
入
る
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て

い
ヲ
心
。

(
二
)
自
然
法
の
西
洋
法
学
に
対
す
る
影
響
|
|
「
観
念
的
権
利
」
を

生
み
出
す
遺
伝
子

西
洋
法
学
の
源
流
は
一
般
的
に
ロ

l
マ
法
に
ま
で
遡
り
、
西
洋
哲
学
の

源
流
は
一
般
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
ま
で
遡
る
と
さ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
ロ
ー

マ
法
に
対
す
る
影
響
を
論
ず
る
際
に
は
、
二
つ
の
側
面
を
区
分
し
て
論
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
ギ
リ
シ
ア
法
の
ロ

l
マ
法
に
対
す
る
影
響

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
ロ

l
マ
法
に
対
す
る
影
響
で

あ
る
。
西
洋
法
学
の
源
流
と
し
て
の
ロ

l
マ
法
に
対
す
る
影
響
を
分
析
す

る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
西
洋
法
学
が
自
然
法
か
ら
受
け
た
影
響
を
探

求
す
る
こ
と
だ
と
い
え
る
。
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一
創
生
期
の
ロ

l
マ
法
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
法
の
影
響
を
受
け
た
か
否

か
に
つ
い
て
は
、
学
界
で
は
見
解
が
帰
一
し
て
い
な
い
。

否
定
論
者
の
中
に
は
、
』
・
玄

-r-qな
ど
が
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー

マ
法
学
者
が
「
当
時
実
践
し
て
い
た
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
全
く
知
ら
な

か
っ
た
科
学
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
の
影
響
が
あ
っ
た
な
ど
と
い
う
の
は

問
題
外
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ギ
リ
シ
ア
は
ロ

l
マ
法
に
対
し
て
直
接
的
な

貢
献
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
、
二
の
小
さ
な
規
定
や
証
明

す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
十
二
表
法
を
編
纂
す
る
時
に
ア
テ
ネ

の
法
律
を
意
識
的
に
参
照
し
た
こ
と
以
外
に
、
我
わ
れ
が
確
認
で
き
る
の

は
、
法
学
者
の
時
代
が
ま
も
な
く
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
紀
元
後
二

0
0

年
、
ロ
ー
マ
商
法
の
中
に
あ
る
二
つ
の
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い
条
文
が
ギ

(

目

別

)

リ
シ
ア
に
直
接
、
由
来
し
た
こ
と
だ
け
で
あ
る
」
。

肯
定
説
に
立
つ
学
者
に
は
、
た
と
え
ば
メ
イ
ン
が
い
る
。
し
か
し
、
た

だ
旦
ハ
体
的
制
度
の
レ
ベ
ル
で
は
ロ

l
マ
法
が
ギ
リ
シ
ア
法
の
影
響
を
受
け

た
と
す
る
が
、
学
問
と
し
て
の
ロ

l
マ
法
は
ロ

l
マ
人
が
独
自
に
創
造
し

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
「
確
か
に
十
二
表
法
の
な

か
の
多
く
の
規
定
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
共
和
国
の
法
律
を
引
き
写
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
お
よ
そ
ギ
リ
シ
ア
の
ど
の
国
に
お
い
て
も
法
律
が
一
つ
の
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科
学
に
発
展
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
他
方
、
ロ
ー
マ
で
は
法
律
が
早
く

か
ら
一
つ
の
科
学
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら

(
侃
)

な
い
」
、
と
述
べ
る
。

懐
疑
的
な
立
場
に
立
つ
論
者
に
は
ニ
コ
ラ
ス
な
ど
が
い
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
「
伝
統
的
な
言
説
に
よ
れ
ば
(
そ
の
ど
れ
ほ
ど
が
伝
説
に
由
来
し
、

ど
れ
く
ら
い
が
事
実
に
も
と
づ
く
か
は
分
か
ら
な
い
が
)
、
一
つ
の
使
節

団
が
ギ
リ
シ
ア
に
派
遣
さ
れ
て
ソ
ロ
ン
の
立
法
を
学
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た

と
い
う
。
そ
の
後
の
紀
元
前
四
五
一
年
に
、
一

O
人
委
員
会
に
よ
っ
て
編

纂
さ
れ
た
法
典
が
一

O
枚
の
銅
板
に
刻
ま
れ
て
、
市
場
に
置
か
れ
た
。
残

り
の
二
枚
は
も
う
一
つ
の
一

O
人
委
員
会
が
翌
年

(
B
C
四
五
O
年
)
に

(
山
山
)

追
加
し
た
も
の
で
あ
る
」
、
と
い
う
。

二
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
ロ

l
マ
法
に
対
す
る
影
響
に
対
し
て
は
、
学
界

の
見
解
に
大
き
な
分
岐
は
な
い
。

ケ
リ

i
は
ス
ト
ア
哲
学
が
「
ロ

l
マ
人
の
と
こ
ろ
に
も
っ
と
も
心
地
よ

い
心
の
故
郷
を
見
い
だ
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ロ
ー

マ
人
は
「
一
貫
し
て
常
に
簡
潔
さ
を
追
及
し
、
運
命
が
順
境
か
逆
境
で
あ

る
か
に
無
関
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ロ

l
マ
人
は
容
易
に
自
分
と
そ

の
祖
先
の
な
か
に
ス
ト
ア
哲
学
の
気
質
を
発
見
し
、
一
種
の
自
己
訓
練
を

(
釘
)

表
徴
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
、
「
ス
ト
ア
哲
学
は
ロ
ー

マ
の
知
識
階
層
と
法
律
家
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ロ

l

(
侃
)

マ
法
学
の
理
論
形
態
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
L
o

あ
る
学
者
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
思
想
の
古
代
ロ

l
マ
人
に
対
す
る
影
響

は
、
キ
ケ
ロ
の
作
品
に
表
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

「
自
然
法
」
と
「
万
民
法
」
が
本
当
に
ロ

i
マ
法
学
の
作
品
に
表
れ
た
の

(ω) 

は
、
ガ
イ
ウ
ス
(
。
巴
E
目
)
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
ロ

l
マ
法
理
論
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
、
ソ
フ
ィ
ス
ト

哲
学
、
と
り
わ
け
ス
ト
ア
哲
学
(
お
も
に
そ
れ
に
含
ま
れ
る
自
然
法
観
念
)

な
ど
ギ
リ
シ
ア
の
知
識
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
は
、
根
拠
の
な
い
こ
と

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ケ
リ
ー
は
こ
の
点
を
実
に
適
切
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
ギ
リ
シ
ア
の
知
識
が
ロ

l
マ
法
学
の
成
果
に
対
し
て
何
の
貢
献
も
な
い

と
考
え
る
の
は
違
い
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ロ
ー
マ
法
学
者
が
使
っ

た
方
法
の
う
ち
き
わ
め
て
重
要
な
部
分
は
、
実
際
に
ギ
リ
シ
ア
哲
学
、
文

法
お
よ
び
あ
る
程
度
に
お
い
て
は
そ
の
修
辞
学
を
承
継
し
た
も
の
だ
か
ら

(
初
)

で
あ
る
」
。

こ
う
し
た
影
響
は
お
も
に
ギ
リ
シ
ア
の
知
識
に
よ
る
ロ

l
マ
の
軍
事
力

へ
の
逆
征
服
に
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
ロ

l
マ
が
古
代
ギ
リ
シ

ア
に
対
し
て
政
治
、
軍
事
面
で
交
渉
し
つ
つ
あ
っ
た
と
き
、
知
識
分
野
に

お
い
て
は
ギ
リ
シ
ア
に
よ
る
逆
征
服
が
同
時
に
進
行
し
た
。
ケ
リ
l
の
研

究
に
よ
る
と
、
「
教
養
あ
る
ロ

l
マ
人
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
文
学
と
芸
術
の

前
で
は
、
自
分
た
ち
が
い
か
に
見
劣
り
す
る
か
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。
ギ

北法55(2・207)641
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リ
シ
ア
が
歴
史
詩
、
好
情
詩
、
歴
史
学
、
悲
劇
と
喜
劇
の
分
野
で
う
ち
立

て
た
ス
タ
イ
ル
は
、
い
ず
れ
も
ロ

l
マ
が
賞
賛
し
研
究
す
る
対
象
と
な
っ

た
。
:
:
:
ギ
り
シ
ア
文
化
か
ら
の
模
倣
は
す
ぐ
さ
ま
ロ

l
マ
の
知
識
世
界

の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
も
変
容
さ
せ
た
。
ロ
ー
マ
の
詩
人
や
彫
刻
家
に
天
賦

の
才
能
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
作
品
の
枠
組
お
よ
び
自

ら
確
立
し
た
基
準
は
す
べ
て
ギ
リ
シ
ア
か
ら
示
唆
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
ロ

l
マ
が
ギ
リ
シ
ャ
文
化
の
こ
う
し
た
継
承
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

後
世
の
我
わ
れ
は
古
代
世
界
を
ひ
と
つ
の
連
続
し
た
「
ギ
リ
シ
ア
ロ
ー

(η) 

マ
世
界
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

実
は
本
当
の
意
味
で
「
ギ
リ
シ
ャ
|
ロ

l
マ
」
世
界
は
、
ロ
ー
マ
の
ギ

リ
シ
ャ
文
明
か
ら
の
継
承
と
い
う
点
だ
け
か
ら
は
充
分
に
説
明
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
歴
史
的
源
流
か
ら
言
え
ば
、
ロ
ー
マ
法
を
含
む
ロ

l
マ
の

文
化
が
ギ
リ
シ
ア
文
明
の
影
響
を
受
け
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
歴
史
発

展
の
文
脈
か
ら
言
う
と
、
ロ
ー
マ
法
を
含
む
ロ

l
マ
文
化
も
ま
た
ギ
リ
シ

ア
の
伝
統
文
明
に
影
響
を
与
え
、
そ
れ
を
改
善
、
完
全
に
さ
せ
た
し
、
少

な
く
と
も
法
律
の
面
で
は
顕
著
で
あ
る
。
ニ
コ
ラ
ス
の
以
下
の
よ
う
な
言

葉
は
、
ロ
ー
マ
人
(
文
化
)
と
ギ
リ
シ
ア
人
(
文
化
)
の
関
係
を
も
っ
と

も
正
確
に
描
い
て
い
る
。
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
知
的
に
ク
リ
エ
イ
テ
イ

ブ
な
領
域
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
人
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
敬
度
な
学
生
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
法
律
の
分
野
に
お
い
て
は
、
彼
ら
自
身
が
先
生
に
な
る
こ

(η) 

と
を
知
る
の
で
あ
る
」
。
両
文
明
の
相
互
補
完
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
古

代
の
西
洋
文
化
こ
そ
が
、
真
の
意
味
で
の
「
ギ
リ
シ
ア
l
ロ
l
マ
」
世
界

な
の
で
あ
る
。

自
然
法
観
念
の
影
響
を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
ロ

l
マ
法
は
、
自
身
の
発

展
と
同
時
に
自
然
法
理
論
の
さ
ら
な
る
豊
富
化
と
完
全
化
の
意
味
に
お
い

て
、
メ
イ
ン
が
い
う
「
自
然
法
は
ロ

l
マ
人
の
創
造
物
で
あ
る
」
と
の
定

式
が
正
鵠
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
「
観
念
的
権
利
」
の
遺
伝
子
お
よ
び
そ
の
表
わ
れ

個
人
主
義
を
重
視
し
た
西
洋
の
文
化
伝
統
は
ロ

l
マ
法
の
中
に
「
観
念

的
権
利
」
の
遺
伝
子
を
撒
い
た
。
す
な
わ
ち
、
個
人
の
権
利
保
護
を
重
ん

じ
る
と
い
う
自
然
法
則
の
痕
跡
は
、
ロ
ー
マ
法
の
制
度
的
淵
源
と
し
て
の

十
二
表
法
(
紀
元
前
四
五
一

1
四
五
O
年
)
の
な
か
に
す
で
に
反
映
さ
れ

て
い
る
。
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代
表
的
な
条
文
を
列
挙
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
両
当
事
者

が
自
ら
和
解
に
達
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
争
訟
は
解
決
さ
れ
た
と
看
倣
さ
れ

る
」
(
第
一
表
第
五
条
)
、
「
窃
盗
で
あ
ろ
う
と
も
、
和
解
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
」
(
第
二
表
第
四
条
)
、
「
自
己
の
債
務
を
承
認
し
た
と
き
、
あ
る

い
は
判
決
を
経
た
債
務
に
つ
い
て
は
、
三
O
日
の
法
定
猶
予
期
限
を
設
け

る
」
(
第
三
一
表
第
一
条
)
、
「
父
が
三
回
息
子
を
売
却
し
た
ら
、
そ
の
子
は

家
父
長
権
か
ら
離
脱
し
、
自
由
に
な
る
」
(
第
四
表
二
条
)
、
「
お
よ
そ
遺



言
に
よ
る
自
分
の
財
産
の
処
分
、
あ
る
い
は
家
族
に
対
す
る
後
見
人
の
指

(n) 

定
に
は
、
法
律
上
の
効
力
が
あ
る
」
(
第
五
表
三
条
)
。

こ
の
法
典
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
自
然
法
則
が
自
然
に
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
ギ
リ
シ
ア
の
知
識
か
ら
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

か
に
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
事
実
に
よ
れ
ば
、
正
に
十
二
表
法
を
源
流
と
す

る
ロ

l
マ
法
こ
そ
が
、
爾
来
今
日
に
至
ま
で
、
「
観
念
的
権
利
」
を
核
心

と
す
る
私
法
の
精
神
的
ル

l
ツ
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

四

中
国
と
西
洋
の
法
(
権
利
)
制
度
面
の
具
体
的

差
異
と
そ
の
原
因
に
つ
い
て
の
分
析

伝統中国における「観念的権利」の欠如

ま
ず
、
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
比
較
す
る
の
は
現

代
的
意
味
に
お
け
る
個
人
の
平
等
と
自
由
の
主
体
と
し
て
の
資
格
を
承
認

し
て
い
る
法
(
権
利
)
制
度
で
は
な
く
、
も
と
も
と
の
法
制
度
の
中
に
「
観

念
的
権
利
」
を
生
む
遺
伝
子
と
な
る
認
識
や
思
考
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
で

本
町
ヲ
心
。

今
日
普
遍
的
に
通
用
し
て
い
る
権
利
や
自
由
の
概
念
に
照
ら
す
な
ら
ば
、

あ
る
学
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
中
国
古
代
だ
け
で
は
な
く
、
西
洋
の
古
代

文
明
に
も
、
そ
れ
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
「
個
人
の
権
利
と
自

由
も
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
産
物
で
あ
り
、
中
国
古
代
だ
け
で
は
な
く
、
西

(
町
内
)

洋
の
古
代
、
中
世
期
に
も
こ
れ
ら
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
。
自

由
、
平
等
の
精
神
を
反
映
し
た
契
約
精
神
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
西

洋
社
会
に
お
い
て
も
、
契
約
の
存
在
が
直
ち
に
新
し
い
契
約
の
観
念
を
も

た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
馬
新
福
に
よ
れ
ば
、
「
厳
格
に
言
う
な
ら
、

契
約
は
決
し
て
近
代
社
会
の
産
物
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
あ
れ
、

英
米
諸
国
で
あ
れ
、
契
約
関
係
の
誕
生
が
、
理
性
に
適
合
的
な
未
曾
有
の

新
し
い
原
則
を
も
た
ら
し
た
と
は
い
え
、
直
ち
に
近
代
法
を
生
み
出
し
た

(
万
)

わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
我
わ
れ
は
東
西
の
伝
統
文
化
が
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
異

な
る
遺
伝
子
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な

わ
ち
、
西
洋
の
文
化
的
伝
統
は
個
人
の
主
体
的
意
識
と
個
人
を
主
体
と
す

る
法
的
地
位
を
強
調
す
る
が
、
中
国
文
化
の
伝
統
で
は
個
人
の
主
体
的
意

識
や
主
体
的
な
法
的
地
位
と
い
っ
た
も
の
を
全
く
欠
い
て
い
た
の
で
あ
る
ο

文
化
的
遺
伝
子
の
重
要
性
は
、
こ
れ
ら
の
価
値
が
当
時
の
社
会
で
実
際
に

実
現
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
価
値
が
後

の
真
に
個
人
的
価
値
を
追
求
す
る
人
々
の
た
め
に
確
立
、
下
地
を
築
く
う

え
で
の
努
力
の
方
向
を
指
し
示
し
た
点
に
あ
る
。
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(
一
)
中
国
と
西
洋
の
法
(
権
利
)
制
度
の
具
体
的
差
異

中
国
と
西
洋
で
は
家
父
長
制
度
、
封
建
的
階
層
観
念
の
厳
格
さ
の
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程
度
に
違
い
が
あ
る
。
こ
の
点
は
一
部
の
学
者
に
よ
っ
て
見
過
ご
さ
れ
て

い
る
。古

代
の
ロ

l
マ
法
の
家
父
長
制
度
は
、
伝
統
中
国
の
宗
法
制
度
、
礼
教

観
念
に
比
べ
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
厳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
比
較
的

緩
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
さ
え
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
十
二
表
法
に
は
先

述
し
た
次
の
よ
う
な
条
項
が
見
え
る
。
「
父
が
三
回
息
子
を
売
却
し
た
ら
、

そ
の
子
は
家
父
長
権
か
ら
離
脱
し
、
自
由
に
な
る
」
。
「
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ

ス
帝
学
説
葉
編
」
で
は
、
「
奴
隷
は
主
人
に
よ
っ
て
養
子
に
さ
れ
る
と
、

(
苅
)

自
由
人
に
な
る
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
家
父
長
制
が
存
在
し
た

西
洋
社
会
に
お
い
て
は
、
個
人
は
あ
る
程
度
の
個
人
的
自
由
と
個
人
的
権

利
を
獲
得
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
古
代
中
国
で
は
そ
れ

は
全
く
不
可
能
で
あ
っ
た
。

西
洋
に
も
中
国
と
同
じ
く
封
建
的
階
層
制
度
は
存
在
し
た
が
、
西
洋
の

君
主
が
も
っ
権
力
は
と
き
と
し
て
中
国
帝
王
の
権
力
に
比
し
て
大
き
く
限

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
趨
文
洪
に
よ
る
と
、
「
一
回
世
紀
か
ら
国
王
(
イ

(η) 

ギ
リ
ス
)
は
す
で
に
財
政
面
で
お
も
に
税
収
と
借
款
に
頼
っ
て
い
た
」
。
王

が
借
款
を
し
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
少
な
く
と
も
西
洋
の
君
主
は
い
つ
も

自
分
の
思
う
ま
ま
に
振
る
舞
え
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
し
か

し
、
著
者
の
知
る
限
り
、
中
国
の
帝
王
が
借
金
を
し
た
と
い
う
記
述
を
見

(
花
)

か
け
た
こ
と
は
な
い
。
想
像
す
る
に
、
も
し
類
似
の
事
情
が
伝
統
中
国
の

皇
帝
に
生
じ
た
な
ら
ば
、
「
借
り
る
」
と
い
う
名
目
な
が
ら
、
実
際
に
は

「
取
り
上
げ
る
」
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

二

古

代

ロ

l
マ
法
に
お
い
て
詳
細
に
規
定
さ
れ
る
所
有
権
、
占
有
、

地
役
権
、
契
約
な
ど
の
個
人
の
民
事
権
利
に
は
、
ロ
ー
マ
法
理
論
が
初
め

か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
一
般
人
(
市
民
)
の
立
場
で
も
の
を
考
え
て
い
た

こ
と
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
古
代
ロ

l
マ
期
に
は
す
で
に
市
民
の
権
利
を
保

護
す
る
た
め
の
財
産
、
契
約
な
ど
の
具
体
的
制
度
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

古
代
ロ

l
マ
人
は
財
産
権
に
対
し
て
「
個
人
主
義
的
態
度
」

(FEEιEb

r
z
n
E
E号
)
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
ニ
コ
ラ
ス
の
著
作
の
中

(
乃
)

で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
個
人
の
強
調
の
程
度
は
今
日
か
ら
見
て

も
か
な
り
進
歩
的
な
も
の
も
あ
っ
た
。
メ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
古
代
ロ
ー

マ
人
は
あ
る
時
期
に
は
個
人
が
一
つ
の
集
団
を
な
す
と
考
え
た
よ
う
で
あ

る
。
彼
ら
は
な
ん
と
た
っ
た
一
人
の
家
族
と
い
う
も
の
を
想
定
し
て
い
た
。

ひ
と
り
の
人
が
彼
本
人
だ
け
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
家
族
の
家
長
(
勺
守

(
叫
叩
)

門
町
円

PE--g)
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
」
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
個
人
の
権
利
、
個
人
の
意
思
を
反
映
す
る
法
律

の
条
文
は
、
伝
統
中
国
法
の
中
で
は
見
つ
け
難
い
。

三
財
産
、
契
約
に
対
す
る
具
体
的
保
護
に
つ
い
て
は
、
古
代
中
国
に

は
安
定
し
た
手
続
的
司
法
あ
る
い
は
行
政
権
力
を
欠
い
て
い
た
。
し
か
し
、

西
洋
に
は
相
対
的
に
安
定
し
た
永
続
的
な
司
法
あ
る
い
は
行
政
権
力
が
存
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伝統中国における「観念的権利」の欠如

在
し
て
い
た
。
馬
克
上
廷
は
こ
の
点
を
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
土
地

所
有
権
の
面
で
は
、
中
国
の
封
建
主
は
自
分
の
地
権
に
対
し
て
は
か
な
り

幅
広
い
処
分
権
を
も
ち
、
相
続
、
売
買
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
が
、
一
般
的
に
地
権
の
う
え
に
合
法
的
司
法
、
行
政
権
力
を
も
つ
こ
と

は
な
か
っ
た
。
逆
に
、
西
洋
の
封
建
主
の
地
権
は
多
く
の
場
合
、
封
授
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
十
一
地
を
処
分
す
る
場
合
、
上
級
の
封
主
の
制
約
を

受
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
土
地
の
う
え
で
は
あ
る
種
の
司
法
、
行
政
的
権

力
を
行
使
し
、
そ
れ
が
代
々
伝
え
ら
れ
る
と
、
土
地
の
上
に
暮
ら
し
て
い

(
創
)

る
人
に
対
し
て
行
政
的
管
轄
権
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
。

四
訴
訟
に
よ
る
救
済
に
関
す
る
慣
習
も
と
き
と
し
て
全
く
異
な
っ
た
。

古
代
ロ

l
マ
法
は
民
事
訴
訟
を
偏
重
し
、
伝
統
中
国
で
は
刑
事
的
制
裁
手

段
を
重
視
し
た
。
こ
の
事
実
に
も
東
西
の
個
人
に
対
す
る
重
視
の
差
違
が

反
映
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
中
団
法
に
は
「
諸
法
合
体
、
以
刑
為
、
玉
」
と
い

う
伝
統
が
あ
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
民
事
的
救
済
に
属
す
る
事
件
に
対
し
て

も
常
に
刑
事
的
手
段
に
よ
っ
て
解
決
を
は
か
っ
た
。
古
代
ロ

l
マ
法
で
は

こ
れ
と
は
逆
に
、
本
来
な
ら
ば
刑
事
事
件
に
属
す
る
事
件
も
民
事
訴
訟
に

よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

F
R門
的
お
百
と
宮
吉

田

E
E
の
以
下
の
研
究
成
果
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
「
今
日
の
基
準
か
ら

す
る
と
刑
事
訴
訟
を
提
起
す
べ
き
事
件
に
つ
い
て
、
多
く
の
場
合
、
民
事

訴
訟
と
し
て
処
理
さ
れ
た
。
ロ
ー
マ
法
で
は
、
刑
事
訴
訟
手
続
が
あ
り
、

そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
窃
査
は
一
般
的
に

(
幻
)

盗
ま
れ
た
人
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
民
事
訴
訟
と
し
て
扱
わ
れ
た
」
。

(
二
)
中
国
と
西
洋
の
法
(
権
利
)
制
度
の
差
異
を
生
む
根
源
に
関
す
る

誤
解伝

統
中
国
に
「
観
念
的
権
利
」
が
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
一
般
的

に
当
時
の
宗
法
、
礼
教
制
度
に
理
論
的
根
拠
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

見
解
に
は
一
理
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
。
な
い
し
は
、

こ
の
説
は
も
っ
と
も
根
元
的
で
も
な
い
し
、
説
得
的
な
理
由
で
も
な
い
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
古
代
ロ

l
マ
に
も
家
父
長
制
度
は
存
在
し
、
「
家
父

権
」
制
度
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
メ
イ
ン
の
研
究
に

よ
る
と
、
「
最
古
の
社
会
の
家
族
組
織
は
か
つ
て
わ
ず
か
な
法
制
度
に
明

白
で
大
規
模
な
シ
ン
ボ
ル
を
止
め
る
の
み
で
、
『
父
』
や
他
の
祖
先
の
卑

親
族
に
対
す
る
人
身
面
、
財
産
面
で
の
終
身
的
権
力
を
も
つ
こ
と
を
示
し

て
い
た
。
こ
の
権
力
を
便
宜
上
、
ロ

l
マ
の
名
称
を
も
っ
て
『
家
父
権
』

(司書

z
g円

2
8
)
と
称
す
る
。
人
類
の
原
始
的
結
合
が
示
す
あ
ら
ゆ
る

特
徴
の
中
で
、
こ
の
権
力
ほ
ど
大
量
の
証
拠
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
き
た

も
の
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
権
力
ほ
ど
よ
り
普
遍
的
、
か
つ
よ
り
迅
速
に

(
幻
)

進
歩
的
共
同
体
の
慣
例
か
ら
消
失
し
た
も
の
も
な
か
っ
た
」
。
中
国
古
代

に
お
け
る
父
の
息
子
に
対
す
る
権
力
は
、
古
代
ロ

l
マ
で
も
同
じ
く
存
在
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研究ノート

し
た
。
た
と
え
ば
ガ
イ
ウ
ス
の
「
法
学
提
要
」
に
よ
る
と
、
「
あ
ら
ゆ
る

子
女
は
、
男
性
で
あ
れ
、
女
性
で
あ
れ
、
尊
親
族
の
支
配
権
の
も
と
に
あ

る
と
き
に
は
、
奴
隷
売
買
の
方
式
に
よ
っ
て
売
買
さ
れ
う
る
」
o

加
え
て
、

(M) 

「
こ
の
規
則
は
夫
権
の
も
と
に
あ
る
者
に
も
同
様
に
適
用
さ
れ
た
」
o

さ

ら
に
メ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
人
に
つ
い
て
い
え
ば
、
我
わ
れ
が
得
た
資
料

に
よ
れ
ば
、
父
は
そ
の
息
子
に
対
し
て
生
殺
与
奪
の
権
利
を
も
ち
、
一
言
う

ま
で
も
な
く
無
限
定
の
体
罰
権
を
有
し
て
い
た
。
父
は
彼
ら
の
個
人
の
身

分
を
好
き
な
よ
う
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
息
子
に
妻
を
安
ら
せ
る
こ

と
、
娘
を
嫁
に
行
か
せ
る
こ
と
、
子
ど
も
に
離
婚
さ
せ
る
こ
と
、
養
子
縁

組
の
形
で
自
分
の
子
を
他
の
家
族
に
行
か
せ
る
こ
と
、
子
ど
も
を
売
り
飛

ば
す
こ
と
す
ら
で
き
た
。
の
ち
の
帝
政
時
期
に
も
、
父
の
こ
の
よ
う
な
権

力
の
痕
跡
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
す
で
に
そ
の
範
囲
は
ご
く
狭
い
範

(
白
山
)

聞
に
限
ら
れ
て
い
た
」
o

メ
イ
ン
は
さ
ら
に
、
「
『
私
権
」
に
よ
っ
て
創
出

さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
関
係
の
中
で
、
息
子
は
必
ず
家
族
の
専
制
の
下
で
生
活

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
家
族
に
よ
る
専
制
は
最
後
ま

で
ず
っ
と
厳
格
性
を
保
ち
、
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
た
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
法
律
史
の
中
で
も
っ
と
も
奇
妙
な
問
題
の
一
つ
で
あ

(
郎
)

る
」
、
と
指
摘
す
る
。

西
洋
社
会
に
も
家
父
長
制
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
身
分
関
係
が
存
在
し

た
か
ら
こ
そ
、
メ
イ
ン
は
か
の
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
「
あ
ら
ゆ
る
進
歩
的
な

社
会
運
動
は
今
日
に
至
る
ま
で
、
ひ
と
つ
の
『
身
分
か
ら
契
約
』
に
至
る

(
幻
)

運
動
で
あ
っ
た
」
を
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

身
分
に
よ
る
差
別
、
階
層
観
念
は
、
開
明
的
な
思
想
が
支
配
し
た
古
代

ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
の
脳
裏
に
さ
え
鮮
明
に
存
在
し
て
い
た
。
ソ
ク
ラ
テ

ス
が
ケ
パ
ロ
ス
、
ポ
レ
マ
ル
コ
ス
な
ど
と
正
義
、
民
主
主
義
、
自
由
と
い
っ

た
問
題
に
つ
い
て
大
い
に
議
論
し
た
際
に
も
、
ポ
レ
マ
ル
コ
ス
は
自
分
の

(
凶
凹
)

家
奴
を
伴
っ
て
い
た
。
「
正
義
」
「
普
徳
」
「
公
正
」
「
平
等
」
を
い
つ
も
唱

え
て
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
さ
え
、
繰
り
返
し
て
奴
隷
は
「
命
あ
る
財

(
同
町
)

産
」
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
彼
の
い
う
「
平
等
」
と
は
、
「
貧
し
い

(ω) 

人
が
金
持
ち
の
利
益
を
か
す
め
と
ら
な
い
」
と
い
う
に
過
ぎ
ず
、
金
持
ち

の
財
産
が
ど
こ
か
ら
来
た
か
に
は
全
く
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

(
引
)

ガ
イ
ウ
ス
は
「
法
律
は
人
民
に
よ
っ
て
承
認
、
制
定
さ
れ
る
」
と
い
い
な

が
ら
、
同
時
に
「
人
法
の
中
で
最
も
重
要
な
区
分
は
、
所
有
す
る
人
か
、

(
幻
)

自
由
人
か
、
奴
隷
か
」
で
あ
り
、
「
奴
隷
は
主
人
の
支
配
下
に
あ
る
。
主

人
は
奴
隷
に
対
し
て
生
殺
与
奪
の
権
限
を
も
ち
、
努
力
に
よ
っ
て
獲
得
し

(
m
m
)
 

た
物
は
す
べ
て
主
人
の
所
有
と
な
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
五
三
三
年
に

公
布
さ
れ
た
「
デ
ィ
ゲ
ス
タ
」
に
は
、
「
す
べ
て
の
人
間
は
生
ま
れ
な
が

ら
平
等
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
を
含
み
つ
つ
も
、
「
奴
隷
」
と
「
自
由
人
」

の
区
分
か
ら
脱
却
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
「
奴
隷
」
は
当
然
に

(

川

出

)

「
他
人
の
財
産
の
一
部
分
」
と
な
っ
た
。
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根
本
的
問
題
は
表
面
だ
け
を
見
て
は
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
中

国
に
昔
か
ら
あ
っ
た
「
民
重
君
軽
」
の
思
想
を
か
つ
て
西
洋
で
氾
濫
し
て

い
た
「
神
重
民
軽
」
の
思
想
(
そ
の
典
型
は
長
く
暗
黒
の
中
世
)
と
比
較

し
て
、
中
国
が
西
洋
よ
り
「
個
人
的
権
利
」
の
意
識
が
強
か
っ
た
と
の
結

論
も
導
出
さ
れ
か
ね
な
い
。
実
際
、
一
部
の
学
者
は
中
国
の
古
代
「
札
」
、

(
釘
)

「
儒
家
学
説
」
を
西
洋
の
「
自
然
法
」
と
同
一
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
彼

ら
が
中
国
と
西
洋
の
文
化
の
根
本
的
差
異
を
知
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。

(
一
二
)
中
国
と
西
洋
の
法
(
権
利
)
制
度
に
お
け
る
差
異
の
根
源
1

1

主
体
性

伝統中国における「観念的権利」の欠如

中
国
と
西
洋
伝
統
文
化
に
対
す
る
研
究
お
よ
び
法
(
権
利
)
制
度
に
与

え
る
具
体
的
影
響
に
も
と
予
つ
け
ば
、
ふ
た
つ
の
文
化
の
も
っ
と
も
大
き
な

差
異
は
、
個
人
の
「
主
体
性
」
の
有
無
お
よ
び
法
律
の
そ
れ
に
対
す
る
承

認
、
尊
重
の
程
度
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
私
は
「
主
体
性
」
を

個
人
が
平
等
、
自
由
、
独
立
性
な
ど
を
求
め
る
自
己
意
識
、
す
な
わ
ち
法

的
、
社
会
的
承
認
お
よ
び
尊
重
を
受
け
よ
う
と
す
る
主
観
的
、
能
動
的
希

求
と
定
義
し
た
い
。
平
等
、
自
由
な
ど
の
理
念
を
自
覚
的
に
意
識
で
き
る

人
を
「
主
体
性
」
を
も
っ
入
と
呼
び
た
い
。
要
す
る
に
、
こ
の
違
い
は
二

点
に
整
理
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
個
人
の
主
体
資
格
に
対
す
る
自
覚
的
意
識

で
あ
る
。
西
洋
の
文
化
伝
統
で
は
人
々
は
初
め
か
ら
自
己
の
主
体
資
格
に

対
す
る
承
認
と
尊
重
を
ご
く
自
然
に
意
識
し
て
い
る
。
他
方
、
中
国
の
伝

統
文
化
で
は
、
人
々
が
意
思
の
自
由
と
地
位
の
平
等
を
追
い
求
め
る
主
体

的
意
識
を
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
ま
ひ
と
つ
は
法
制

度
に
よ
る
個
人
の
主
体
性
に
対
す
る
承
認
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
西
洋
文
化

の
伝
統
は
初
め
か
ら
個
人
の
主
体
と
し
て
の
資
格
を
承
認
、
尊
重
す
る
法

制
度
が
存
在
し
た
が
、
中
国
の
伝
統
で
は
個
人
の
主
体
的
資
格
は
全
面
的

に
否
定
さ
れ
て
い
た
。

一
こ
の
結
論
は
、
以
下
の
い
く
つ
か
の
理
由
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

①
表
象
か
ら
見
て
、
文
化
的
差
異
の
根
源
、
す
な
わ
ち
主
体
性
の
存
否

と
法
律
の
承
認
の
有
無
は
、
自
然
法
の
観
念
が
存
在
し
た
か
否
か
に
そ
の

原
因
が
あ
る
。
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
こ
の
点
は
承
認
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
メ
イ
ン
は
「
ロ

l
マ
法
は
『
自
然
法
』
の
影
響
を
受
け
た
の
で
、

そ
れ
(
奴
隷
|
引
用
者
註
)
を
一
つ
の
財
産
と
し
て
扱
う
傾
向
は
克
服
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
従
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
学
の
影
響
を
深
く
受

け
、
奴
隷
の
存
在
を
許
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
奴
隷
の
状
態
は
そ

れ
ほ
ど
悲
惨
で
な
か
っ
た
。
多
く
の
証
拠
が
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ア

メ
リ
カ
で
高
度
的
に
ロ

l
マ
法
化
さ
れ
た
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
法
典
を
法
の
基

礎
と
す
る
各
州
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
基
礎
と
す
る
州
に

比
べ
る
と
、
黒
人
の
運
命
と
前
途
は
多
く
の
重
要
な
点
で
相
当
に
優
れ
て

い
た
と
い
う
。
最
近
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
で
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は
「
奴
隷
』
に
は
ま
と
も
な
地
位
が
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
物
と
し
て
し

(
川
刊
)

か
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
。

「
デ
イ
ゲ
ス
タ
」
の
中
に
、
自
然
法
思
想
は
き
わ
め
て
顕
著
に
反
映
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
第
二
一
編
の
タ
イ
ト
ル
は
「
自
然
法
、
万
民
法
お
よ
び
市

民
法
」
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
「
奴
役
は
自
然
法
に
違
背
す
る
(
な
ぜ
な

ら
自
然
法
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
自
由
だ
か
ら
で

(
幻
)

あ
る
こ
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

日
岩
峰
も
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
疑
う
余
地
も
な
く
、
自
然
法
、

特
に
近
代
の
理
性
主
義
的
自
然
法
の
人
聞
の
権
利
を
尊
重
し
、
自
由
を
人

間
の
本
性
と
考
え
る
思
想
は
、
ロ
ー
マ
法
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
に
よ
っ
て

(
m
m
)
 

確
立
、
強
化
さ
れ
た
『
私
的
自
治
』
観
念
の
法
哲
学
上
の
基
礎
で
あ
る
」
。

ジ
ョ
セ
フ
・
ニ

i
ダ
ム
は
彼
の
有
名
な
「
中
国
の
科
学
と
文
明
」
の
な

か
の
伝
統
的
法
理
論
に
関
す
る
章
で
、
中
国
で
は
近
代
法
と
科
学
技
術
の

面
で
発
展
が
遅
か
っ
た
理
由
を
、
「
中
国
は
公
的
な
法
律
の
基
礎
を
検
証
、

(
卯
)

評
価
す
る
た
め
の
自
然
法
概
念
を
提
起
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と

し
て
い
る
。

②
よ
り
具
体
的
、
本
源
的
に
見
る
と
、
文
化
的
差
異
の
実
質
は
自
然
法

の
影
響
を
受
け
て
生
じ
た
主
体
意
識
の
な
せ
る
わ
ぎ
で
あ
る
。

第
一
に
、
個
人
主
義
が
自
然
法
理
論
に
は
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
。
ォ
ッ

ト
1
・
フ
ォ
ン
'
ギ

l
ル
ケ
は
「
自
然
法
領
域
の
す
べ
て
の
思
弁
の
メ
イ

ン
ラ
イ
ン
は
一
貫
し
て
個
人
主
義
|
|
順
を
追
っ
て
論
理
的
に
結
論
を

(
削
)

導
く
こ
と
が
で
き
る
個
人
主
義
で
あ
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
ケ
リ

l
の

学
説
も
こ
の
点
を
証
明
す
る
。
「
彼
ら
(
ロ

l
マ
法
学
者
|
|
引
用
者
註
)

が
あ
る
規
則
あ
る
い
は
制
度
の
背
後
に
あ
る
自
然
法
や
自
然
的
理
性
を
語

る
と
き
に
、
議
論
し
て
い
る
の
は
天
上
の
神
の
律
法
や
理
性
で
は
な
く
、

地
上
の
人
間
の
自
然
的
本
性
、
す
な
わ
ち
人
間
の
境
遇
、
人
間
の
常
識
、

(
則
)

生
命
の
事
実
、
商
業
関
係
の
特
徴
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
」
。

個
人
主
義
の
す
べ
て
の
内
容
を
個
人
の
主
体
性
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
主
体
的
意
識
が
欠
け
る
と
個
人
主
義
は
存

在
で
き
な
い
。
個
人
主
義
こ
そ
が
法
律
文
化
を
含
め
た
西
洋
文
化
の
伝
統

的
根
幹
で
あ
る

0
2
2
B
E
r
g
は
、
「
個
人
主
義
は
ロ

l
マ
法
と
キ
リ

ス
ト
教
倫
理
の
共
通
の
特
徴
で
あ
る
。
個
人
主
義
と
い
う
点
に
お
い
て
、

他
の
面
で
は
全
く
異
な
る
ル
ソ

l
、
カ
ン
ト
、
ベ
ン
サ
ム
の
哲
学
が
類
似

(
問
)

性
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
」
。
ピ

l
タ
l
・
ス
タ
千
ン
と
ジ
ョ
ン
・
シ
ャ

ン
ド
は
、
「
伝
統
的
に
西
洋
社
会
で
は
ず
っ
と
個
人
の
価
値
に
対
す
る
承

(
附
)

認
が
強
調
さ
れ
て
き
た
」
と
指
摘
す
る
。

第
二
に
、
伝
統
中
国
の
文
化
に
は
自
然
の
観
念
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
個
人
の
自
由
と
独
立
を
主
張
す
る
観
念
的
権
利
を
見
い
だ
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
中
国
古
代
の
「
礼
治
」
観
念
お
よ
び
長
い
間
、
人
々
の
思
惟
、

習
慣
を
支
配
し
て
き
た
儒
教
思
想
に
よ
っ
て
、
民
衆
は
一
貫
し
て
自
分
の
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主
体
的
地
位
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
り
、
個
人
の
独
立
し
た
権
利
意
識
を

欠
い
て
き
た
。
程
度
の
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
中
国
と
西
洋
の
一
部
の

学
者
は
こ
の
点
を
肯
定
し
て
い
る
。
梁
治
平
に
よ
れ
ば
、
「
中
国
人
の
一
言

説
に
し
た
が
え
ば
、
体
は
父
母
か
ら
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
人
の

人
間
が
こ
の
世
に
も
た
ら
さ
れ
て
か
ら
、
一
生
を
終
え
る
ま
で
、
い
か
な

る
も
の
も
完
全
に
自
分
自
身
に
帰
属
す
る
も
の
は
な
い
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
中
国
古
代
文
化
に
は
我
わ
れ
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
個
人
』
は
存
在
し

(
削
)

な
い
」
。
西
洋
の
学
者
の
言
葉
を
借
り
て
表
現
す
る
と
、
「
伝
統
中
国
で
は

(
防
)

人
の
固
有
の
価
値
を
尊
重
し
て
い
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
文
化
的
差
異
の
根
源
、
す
な
わ
ち
主
体
性
の
存
在
と
法
律
に

よ
る
承
認
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
東
西
文
化
が
相
互
に
影
響
し
あ
っ
て
生

じ
た
社
会
的
効
果
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ケ
リ
ー
が
挙
げ
た
例
は
東
西

の
人
々
の
統
治
者
に
対
す
る
態
度
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
の
態
度
の
違

い
は
少
な
く
と
も
側
面
か
ら
東
西
の
民
衆
の
自
己
の
主
体
的
地
位
に
対
す

る
認
識
を
反
映
し
て
い
る
。
切
首

g
E回
開
吉
宮
お
を
中
心
と
し
た
東
ロ
ー

マ
帝
国
は
東
洋
文
明
の
影
響
を
受
け
て
、
東
洋
国
家
と
同
じ
よ
う
に
「
無

条
件
的
な
服
従
を
特
徴
と
す
る
専
制
的
君
主
制
」
を
導
入
し
た
が
、
こ
の

例
は
こ
の
点
を
証
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
統
治
制
度
の
下
で
は
、
民
衆

の
問
に
は
一
般
的
に
「
統
治
者
個
人
に
対
す
る
崇
拝
」
と
い
う
傾
向
が
生

じ
る
。
し
か
し
、
西
洋
世
界
で
は
、
ケ
リ

l
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
こ

の
よ
う
な
崇
拝
は
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
時
代
に
人
々
に
拒
否
さ
れ

(
刈
)

て
い
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
例
の
も
っ
と
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
西
洋

で
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
の
時
代
か
ら
す
で
に
統
治
者
個
人
に
対
す

る
崇
拝
を
拒
否
し
て
い
た
が
、
東
洋
文
化
で
は
そ
れ
と
は
全
く
反
対
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
東
口

l
マ
帝
国
が
受
け
た
東
洋

文
化
の
中
に
中
国
の
文
化
も
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
中

国
の
長
い
歴
史
の
中
で
実
行
さ
れ
た
の
は
確
か
に
「
無
条
件
的
服
従
を
特

徴
と
す
る
専
制
的
君
主
制
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
種
類
の
統
治
方
式
の

下
で
民
衆
の
問
に
主
体
的
意
識
を
形
成
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
こ

と
で
あ
っ
た
。

付
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
文
化
的
根
源
に
対
す
る
探
求
に
は

永
遠
に
唯
一
の
解
答
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
言
い

換
え
る
と
そ
れ
は
人
類
に
と
っ
て
解
く
こ
と
の
で
き
な
い
謎
な
の
で
あ
る
。

事
実
が
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
中
国
と
西
洋
で
は
最
初
か
ら
完
全
に
異

な
る
文
化
の
路
線
を
歩
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
一
体
ど
ち
ら
の

方
が
優
れ
て
い
て
、
ど
ち
ら
の
方
が
劣
る
か
に
つ
い
て
は
誰
も
分
か
ら
な

い
。
中
国
の
礼
治
、
儒
教
な
ど
の
伝
統
思
想
が
当
時
の
西
洋
世
界
に
と
っ

て
は
、
全
く
な
じ
み
が
な
い
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
西
洋
社
会
の
自
然

法
思
想
も
当
時
の
中
国
人
の
立
場
か
ら
見
る
と
不
可
思
議
に
映
っ
た
で
あ

ろ
う
。
根
源
的
差
異
は
地
理
的
環
境
の
影
響
か
も
知
れ
な
い
し
、
伝
統
的
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生
活
慣
習
が
も
た
ら
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
自
分

の
考
え
に
よ
る
適
合
的
な
理
由
付
け
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
し
て
も
、

こ
れ
ら
が
正
し
い
か
否
か
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
く

ま
で
文
化
的
根
源
を
追
求
し
、
客
観
的
真
理
を
探
そ
う
と
、
深
い
と
こ
ろ

へ
解
釈
を
及
ば
し
て
も
、
い
っ
そ
う
重
複
し
、
循
環
構
造
を
も
っ
議
論
の

痕
跡
を
見
る
ば
か
り
で
あ
る
。

二
文
化
差
異
の
根
源
が
主
体
性
と
法
律
の
承
認
が
存
在
し
た
か
否
か

に
あ
る
と
の
説
明
は
、
「
観
念
的
権
利
」
に
関
す
る
幾
つ
か
の
疑
問
を
解

く
た
め
有
益
な
解
釈
を
提
供
す
る
。

主
体
性
が
存
在
し
た
か
否
か
、
法
律
の
承
認
が
あ
っ
た
か
否
か
こ
そ
が
、

中
国
と
西
洋
文
化
の
根
源
的
差
異
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
ど

う
し
て
西
洋
世
界
に
だ
け
市
民
社
会
が
生
ま
れ
た
の
か
が
判
明
す
る
。
答

え
は
、
個
人
の
権
利
の
な
い
と
こ
ろ
、
個
人
の
主
体
性
を
承
認
し
な
い
社

会
に
は
市
民
は
存
在
し
得
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
市
民
と
は
自
身
が

特
定
の
人
身
権
と
財
産
権
を
有
す
る
人
で
あ
る
。

主
体
性
の
存
在
と
法
律
の
承
認
が
あ
っ
た
か
否
か
が
中
国
と
西
洋
文
化

の
根
源
的
差
異
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
と
、
ど
う
し
て
私
法
は
西
洋
に

だ
け
誕
生
し
、
中
国
で
は
私
権
の
観
念
、
独
立
し
た
私
法
制
度
が
形
成
さ

れ
な
か
っ
た
か
が
分
か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ

l

ン
ズ
の
次
の
よ
う
な
認
識
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
民
法
(
私

法
)
の
「
本
当
の
意
義
は
ガ
イ
ウ
ス
の
時
代
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
民
法

の
体
系
が
一
貫
し
て
『
人
』

|
l
権
利
の
担
い
手
、
他
人
あ
る
い
は
物

質
と
の
法
律
関
係
が
生
じ
る
者
ー
ー
と
い
う
こ
の
基
盤
の
上
に
あ
る
」
。

し
か
し
、
「
こ
の
よ
う
な
民
法
が
中
国
で
存
在
し
え
な
か
っ
た
の
は
、
中

国
に
は
市
民
が
存
在
せ
ず
、
法
律
も
他
の
す
べ
て
の
も
の
と
同
様
に
皇
帝

(
問
)

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
の
指
摘
は
正
し
い
。
権
利
能
力
を

も
っ
権
利
保
有
者
を
欠
い
て
い
た
が
、
「
札
制
」
「
刑
律
」
の
な
か
に
は
財

産
、
契
約
な
ど
の
さ
ま
、
ざ
ま
な
民
事
制
度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
真
の
私
法
と
し
て
の
神
髄
|
|
自
由
お

よ
び
平
等
な
精
神
・
理
念
を
欠
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
現
代

(
川
)

中
国
の
民
事
法
は
全
体
と
し
て
『
外
来
』
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

歴
史
的
事
実
と
合
致
す
る
結
論
で
あ
る
。
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士
口
A
問

。
古
町
二
三
日

上
述
の
よ
う
な
比
較
研
究
に
よ
っ
て
以
下
の
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
。
私
権
理
論
の
出
現
と
形
成
は
、
個
人
の
自
己
主
体
意
識
お
よ
び
法
律

に
よ
る
個
人
の
主
体
と
し
て
の
資
格
に
対
す
る
承
認
と
尊
重
の
程
度
と
密

接
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
。
平
等
、
自
由
な
ど
の
自
己
主
体
意
識
を
も
た
な

い
人
に
は
、
「
観
念
的
」
権
利
の
理
論
が
生
ま
れ
る
可
能
性
も
な
け
れ
ば
、
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必
要
性
も
な
い
。
彼
ら
自
身
、
権
利
を
か
ち
取
ろ
う
と
す
る
音
ω
識
や
進
取

の
精
神
に
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
個
人
の
主
体
性
を
承
認
し
な
い
社

会
で
は
、
い
か
に
豊
富
で
完
備
し
た
財
産
、
契
約
な
ど
の
「
実
在
的
」
権

利
制
度
が
あ
っ
て
も
、
「
観
念
的
」
な
権
利
の
理
論
が
生
ま
れ
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
個
人
の
主
体
と
し
て
の
資
格
が
尊
重
、
承
認
さ
れ

な
い
な
ら
ば
、
彼
の
財
産
的
権
利
、
契
約
上
の
権
利
は
み
な
不
安
定
、
予

期
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
権
に
対
す
る
研
究
は
必
ず

主
体
性
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
第
一
に
具
体
的

法
制
度
の
レ
ベ
ル
で
全
面
的
に
主
体
と
し
て
の
資
格
を
承
認
し
、
主
体
的

権
利
を
賦
与
す
べ
き
こ
と
、
第
二
に
法
律
の
レ
ベ
ル
で
主
体
意
識
の
育
成

と
樹
立
に
力
を
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注
(
1
)
『
詩
』
(
小
雅
・
北
山
)
。

(
2
)
『
詩
』
(
衛
風
・
頃
)
。

(3)
『
周
礼
』
(
天
官
・
小
宰
)
。
栗
勤
の
解
釈
に
よ
る
と
、
「
こ
こ
で

一
一
百
う
『
伝
別
』
と
は
金
銭
消
費
貸
借
契
約
、
『
書
契
』
と
は
贈
与

あ
る
い
は
譲
渡
契
約
、
『
質
剤
」
は
売
買
契
約
を
指
す
」
(
栗
効
『
秦

律
通
論
」
山
東
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
四
八
三
頁
)
。

(
4
)
伝
統
中
国
の
財
産
、
契
約
に
関
す
る
具
体
的
制
度
に
つ
い
て
の

詳
し
い
紹
介
と
し
て
は
、
彰
誠
信
「
主
体
性
与
私
権
制
度
研
究
」

(
博
士
論
文
)
第
二
章
(
本
論
文
は
ま
も
な
く
出
版
予
定
)
参
照

の
こ
と
。

(
5
)
鄭
成
思
『
知
識
産
権
論
(
補
訂
版
)
』
(
法
律
出
版
社
、
二

O
O

一
年
)
二
三
頁
参
照
。

(6)
『
孟
子
』
(
梁
恵
王
)
0

(7)
「
慎
子
』
(
威
徳
)
。

(8)
『
意
林
』
巻
二
の
「
慎
子
」
侠
文
を
引
用
。

(
9
)
『
商
君
書
』
(
定
分
)

0

(
叩
)
蘇
戟
「
前
赤
壁
賦
』
(
な
お
、
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
)
。

(
日
)
〉
・
冨
・
出
。
z
a
p
-
O垣
5
2
E℃
岨
』
口
。
同
庁
三
開
国
間
忍
田

E
E江
田
も
塁
手

g
n
p
〉
・
。

-
P
E
E
-
Y
。
き
ミ

E
g
s
甘
え
も
ミ

hi

n-向
g品
。
ロ
喝
叫

g
p

。uqo三・
3
E
・
3
ご

hf-5・

(
ロ
)
梁
治
平
・
斎
海
浜
な
ど
『
新
波
斯
人
信
札
1
l
!
変
化
中
的
法
観

念
』
(
貴
州
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
)
一
一
二
一
頁
。

(
日
)
た
と
え
ば
、
同
右
書
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
こ
の

社
会
(
伝
統
中
国
社
会
を
指
す
1

1
引
用
者
註
)
で
は
個
人
の
権

利
観
念
が
欠
如
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
法
律
に
よ
っ
て
権
利
の
標

識
や
保
障
を
与
え
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
」
(
三
六
頁
)
。
伝

統
中
国
法
は
「
平
等
を
重
ん
じ
る
こ
と
な
く
、
個
人
を
無
視
し
、

権
利
が
な
ん
で
あ
る
か
を
知
ら
な
か
っ
た
。
単
に
身
分
に
着
目
し
、

契
約
自
由
も
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
こ
と
ご
と
く
近
代
社
会
、

近
代
法
の
基
本
原
則
と
背
馳
し
て
い
た
」
(
一
一
七
頁
)
。
「
権
利
と

は
法
に
よ
っ
て
市
民
が
行
為
す
る
こ
と
を
認
め
た
り
、
他
人
に
行

北j去55(2・217)651
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為
す
る
こ
と
を
求
め
る
資
格
を
賦
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

必
然
的
に
市
民
社
会
の
存
在
を
条
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
(
一
一
一
一

二
頁
)
。
こ
の
よ
う
に
「
権
利
」
と
い
う
語
は
主
体
の
身
分
の
平
等
、

自
由
な
意
思
の
結
合
を
前
提
に
使
わ
れ
て
お
り
、
筆
者
が
小
稿
で

用
い
る
「
観
念
的
権
利
」
の
内
容
と
符
合
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
鈴
木
教
授
か
ら
ご
指
摘
を
受
け
、
原
著
を
確
認
す
る
機
会
を

も
て
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。

(
凶
)
こ
の
点
は
私
自
身
が
三
年
前
に
オ
ク
ッ
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
』

ヨ
図
書
ぽ
教
授
と
議
論
し
た
際
に
実
際
に
遭
遇
し
た
問
題
点
で

あ
っ
た
。
こ
れ
が
こ
の
二
つ
の
概
念
を
考
え
出
し
た
き
っ
か
け
で

あ
っ
た
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

(
日
)
こ
の
言
葉
は
和
康
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
が
、
「
圧
抑
、
抑
制
、

忍
辱
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
『
日
制
康
集
』
(
難
自
然
好
学
論
)
参

n口
N
O

(
は
山
)
韓
愈
『
原
道
』
。

(
げ
)
『
史
記
』
(
礼
書
)
。

(
凶
)
『
孟
子
』
(
尽
心
下
)
。

(
叩
)
『
左
伝
』
(
季
梁
諌
追
楚
師
)
。

(
却
)
震
存
福
「
中
国
伝
統
法
文
化
的
性
状
与
文
化
追
尋
|
|
情
理
法

的
発
生
、
発
展
及
命
運
」
法
制
与
社
会
発
展
二
O
O
一
年
三
期
一

五
頁
。

(
幻
)
張
晋
藩
総
主
編
『
中
国
法
制
通
史
』
(
第
三
巻
・
貌
、
晋
、
南
北

朝
、
本
巻
の
主
編
は
喬
偉
、
法
律
出
版
社
、
一
九
九
九
年
)
一
六

九
頁
。

(
辺
)
『
和
康
集
』
(
難
自
然
好
学
論
)
。

(
お
)
張
晋
藩
・
前
掲
一
六
九
頁
。

(
担
)
震
存
福
・
前
掲
一
ム
ハ
頁
。

(
お
)
烏
廷
玉
『
中
国
歴
代
土
地
制
度
史
綱
』
上
(
吉
林
大
学
出
版
社
、

一
九
八
七
年
)
一
九
四
1
一
九
五
頁
。

(
部
)
烏
廷
玉
・
同
右
書
一
一
四
頁
。

(
幻
)
羅
・
寵
徳
『
法
律
的
任
務
』
(
董
世
忠
訳
、
商
務
印
書
館
、
一
九

八
四
年
、
原
著
は
、
同
N
0
2
8
-
S
E
E
-
〉

M
3
b
h
F

。H
E
F
F
S
E
E

S
色
沼
母
国
古
田

-Eo--m加
タ
昌
宏
e

)

八
五
頁
。

(
お
)
『
礼
記
』
(
内
則
)
。

(
却
)
『
宋
刑
統
』
(
雑
律
)
。

(
初
)
『
宋
刑
統
』
(
一
戸
婚
律
)

0

(
出
)
烏
廷
玉
・
前
掲
書
三
五
頁
。

(
犯
)
『
孟
子
』
(
告
子
)
。

(
お
)
『
漢
書
』
(
丈
帝
紀
)
。

(
出
)
『
漢
書
』
(
食
貨
志
上
)

0

(
お
)
『
漢
書
』
(
谷
永
伝
)
。

(
お
)
仁
井
田
陸
「
唐
令
拾
遺
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
三
三
年
)

七
二
O
頁
。

(
幻
)
『
唐
律
疎
議
・
賊
盗
』
造
畜
皇
毒
条
問
答
、
『
名
例
』
宮
戸
部
曲

官
私
奴
稗
有
反
条
疎
議
。

(
お
)
柏
投
図
『
理
想
国
』
第
一
巻
、
第
二
巻
(
郭
斌
和
・
張
竹
明
訳
、

北法55(2・218)652
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商
務
印
書
館
、
一
九
九
七
年
)
。

(
羽
)
柏
投
図
・
同
右
書
三
一
三
五
頁
、
一
一
一
三
九
頁
。

(
判
)
亜
里
土
多
徳
『
政
治
学
」
(
呉
寿
彰
訳
、
商
務
印
書
館
、

六
年
)
一
三
八
頁
、
一
五
三
頁
。

(
札
)
西
塞
羅
『
論
共
和
国
・
論
法
律
』
(
王
燥
生
訳
、
中
国
政
法
大
学

出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
原
著
は
、
豆
島
『
E
∞

4
Z呂
田
口

n
o
p
p

足
、
た
守
口
町
b
w
b
m
w
r
h
S
F
F
者
X
Z
曲
目
開
口

m-岡
田

F
q
g
d
∞}
E
2
0
ロ
σ〕『

n
-
5
8ロ

者同
-rq
国内向山、伺
F

向。ョ
σコ
乱
開
タ
玄
血
師
国
・
円
。
白
色
。
=
出
包
〈
臼
-
a
d
E
g
g
-
q

p
g
f
z
g口開
g
g
p
-由一N
∞・)一一
O
一一一
t

貝。

(
位
)
悌
利
『
西
方
哲
学
史
』
増
補
修
訂
版
(
葛
力
訳
、
商
務
印
書
館
、

二
O

O
一
年
、
原
著
は
、

F
g
r
4
2
z
q
-
b
s
h
H
q
q
A
¥』uE~も旬号、
q
・

2
9
ξ
J「。『
F
Z
gロ可
Z
o
z・
-
3一
)
三
頁
。

(
犯
)
悌
利
・
同
右
書
一
五
頁
参
照
。

(
似
)
悌
利
・
同
右
書
七
頁
参
照
。

(
江
川
)
羅
素
『
西
方
哲
学
史
』
上
(
何
兆
武
・
ジ
ョ
セ
フ
・
ニ

l
ダ
ム

訳
、
商
務
印
書
館
、
二
O

O
一
年
、
原
著
は
、
回

2
g
E
吉
田
お
戸

〉
止
な
さ
ミ
ミ
宅
g
R
3
3九円。同色、
E
1
・「。

E
Cロ
-
C口語
5
M
M
8
2
g
n
r・

-
由
選
・
)
一
四
頁
。

(
必
)
悌
利
・
前
掲
堂
百
四
二
頁
。

(
幻
)
悌
利
・
前
掲
書
四
四
頁
。

(
必
)
悌
利
・
前
掲
書
四
人
頁
。

(
叫
)
悌
利
・
前
掲
書
四
五
頁
。

(
叩
)
悌
利
・
前
掲
書
四
五
1
四
六
頁
。

九
九

(
日
)
回
目
四
回
R
q
Z
5
F
o
g
-
き
を
き
岳
町
た
S

S
河也、
g
s
E
S
J

O
R
B
ι
。
ロ
司
円
相
田
P
O
H
F
『
P
3
J戸
司
・

2
・

(
臼
)
『
西
方
法
律
思
想
史
』
(
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
三
年
)
二

八
頁
。

(日

)
I
・
M
-
凱
利
『
西
方
法
律
思
想
簡
史
」
(
王
笑
紅
訳
、
法
律
出

版
社
、
二
O
O
二
年
、
原
著
は
、
』
玄
穴
m
-
q
・〉

h
F
2
4
F室
。
ミ
ミ

建
立
尽
き
ト
角
川
崎
ミ
一
「
E
s
q・。岡崎。丘一
O
R
mロ
号
ロ
司
『
町
田
由
咽
石
忠
一
・
)
四
六

頁。

(
日
)
見
思
・

J
・
辛
格
『
実
用
主
義
、
権
利
和
民
主
』
(
王
守
昌
等
訳
、

上
海
訳
文
出
版
社
、
二

O

O
一
年
、
原
著
は
、
回
目
円
F

H

包
括
戸

、
、
む
旬
、
=
ミ
な
ミ
江
町
E
2
b
z九
九

2
8
2
・Q門司
@
Z
9
E
A円。『
r一
明
。

az田ヨ

C
2
5
5
Q
3・mg-
否
。
∞
・
)
四
九
頁
。

(
日
)
』
。
z
r
i
p〉
吋
z
g々
。
ご
5
5
k
g
E
S
F〈
g
F
d
p
g
p

-唱斗ア
-u-uoah。。四回。
HmwM0
・

(
日
)
注
目
巴
河
吉
田
、

g宮
コ
ァ
。
宮
E
C
E
5
2々
司
円
四
国
三
申
告
も

-t・

(
日
)
洛
克
『
政
府
論
』
下
(
葉
啓
芳
・
樫
菊
農
訳
、
商
務
印
書
館
、

一
九
九
七
年
、
六
頁
、
原
著
は
、
]
・
「
。
nrp】

3
5
M
J
E
E
S
ミ

C0・

高
三
宮
内
S
F
nコ
cg-oι50ロ咽開仏国同町内同
σ
『同
V
2
2
F
h
w
丘町円
F
n
E
B
σ
E
a
m
m

d
E〈
m
g
q
M》呂田間・}唱。。・)。

(
回
)
格
老
秀
斯
『
戦
争
与
和
平
法
』
第
一
巻
、
第
一
章
、
第
一
節
(
『
西

洋
法
律
思
想
史
』
・
前
掲
書
一
四
四
頁
)

0

(
印
)
『
馬
克
思
思
格
斯
全
集
』
第
一
六
巻
(
人
民
出
版
社
、

年
)
二

O
頁。

一
九
六
五

~t. i去55(2 ・ 219)653
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(ω)
国
・
「
〉
国
自
岨
言
内

n
q
z町
内
ヨ
ミ
，

E
宅

(
M
E
a
ロ・
)
@
C
M
F己

巴
E
g
a
ξ
司『町的
M

・
3
芦
田
ゼ
-
Z
E
$・
恰
特
「
法
律
的
概
念
」
(
張

文
顕
等
訳
、
中
国
大
百
科
全
書
出
版
社
、
一
九
九
六
年
)
一
八
四
1

一
八
五
頁
も
参
照
。

(
臼
)
国
・
戸
・
〉
回
目
同
F

↓z
n
g
n
m交
え
「
担
当

(
N
E
a
ロ・
)
@
O
H
F
E

C
2
5
2
q
-
J
g由唱-遺品・

3
・Z
∞
・
恰
特
・
同
右
書
一
八
四
頁
も
参

β
尚一円。

(
臼
)
梅
因
『
古
代
法
』
(
沈
景
一
訳
、
商
務
印
書
館
、
一
九
九
六
年
、

原
著
は
、
国
伊
豆
巳
5
・、山、耐え
S
H
E昇
。
同
問
。
三

C
E
S
E々
耳目回目・

3
品
。
・
)
四
三
真
。

(
臼
)
張
文
顕
『
法
哲
学
範
階
研
究
』
(
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
二
O

O
一
年
)
三
五
九
頁
注
[

1

]

Q

(
悦
)
凱
利
・
前
掲
書
、
四
八
頁
。

(
侃
)
亜
当
・
斯
密
『
国
民
財
富
的
性
質
和
原
因
的
研
究
』
下
(
郭
大

力
・
王
亜
南
訳
、
商
務
印
書
館
、
一
九
九
四
年
、
原
著
は
、
〉

es

∞ヨ

5
・
〉
=
~
=
屯
E
H
3
S
S
H
E
同
ミ
ロ
言
、
同
皇
位
内
2
2
3『
忌
内
需
S目

町
、
H

ミ

ミ
b
H
S
F
Z
m
d
ξ
J円。吋昨日間
y
m
O
)
}】同町
F
S当・)一一一一一一五頁。

(
M
m
)
E
3
z
n
v
o】回目喝、世昌吉岡可也氏
E
S
S
H白
河
巴
至
宝

E
F
O
B
E
O
E

同》円再開少。何時寸。吋門戸-喧)『凶咽回以・】凶

(
日
)
凱
利
・
前
掲
書
四
五
1
四
六
頁
。

(
槌
)
凱
利
・
前
掲
書
四
五
頁
。

(的

)
ω
8
E
a
z
n
F
O
E
-
言
言
、
也
九
E
n
E
Z
S
F
5
=
r
E戸

Q
R
g
a
oロ司可町田町・。ぇ。
a
w
H
3
u七、・
2』

ua

(
叩
)
凱
利
・
前
掲
書
四
人
頁
。

(
礼
)
凱
利
・
前
掲
書
四
四
l
四
五
頁
。

(ロ
)
F
S
Z
n宣
伝
岨
、
ぎ
な
ぎ
を
ミ
s
s
き
さ
き

E
V
F
O
R
g
a
s

-
4
g
p
C
H円
。
丘
・
同
喧
吋
凶
七
・
一

(
刀
)
周
楠
『
羅
馬
法
原
論
』
下
(
商
務
印
書
館
、
一
九
九
六
年
)
付

録
二
。

(
日
)
烏
克
彦
主
編
『
中
西
封
建
社
会
比
較
研
究
』
(
学
林
出
版
社
、
一

九
九
七
年
)
七
頁
。

(
日
)
馬
新
福
「
社
会
主
義
法
制
必
須
弘
揚
契
約
精
神
」
張
文
顕
主
編

『
法
埋
学
論
叢
』
第
一
巻
(
法
律
出
版
社
、
一
九
九
九
年
)
六
二

一頁。

(
祁
)
査
士
丁
尼
『
法
学
総
論
』
(
商
務
印
書
館
、
一
九
九
七
年
)
二
六

頁。

(
打
)
趨
文
洪
『
私
人
財
産
権
利
体
系
的
発
展
』
(
中
国
社
会
科
学
出
版

社
、
一
九
九
八
年
)
二
七
七
頁
。

(
河
)
李
玉
璽
氏
(
北
海
道
大
学
大
学
院
生
)
か
ら
東
周
最
後
の
王
、

周
赦
王
は
負
債
が
多
す
ぎ
て
、
し
ま
い
に
は
逃
走
し
た
と
い
う
「
債

台
高
築
」
の
典
故
が
あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
た
(
カ
侵
害
』
諸
侯

王
表
序
参
照
)
。
こ
の
指
摘
に
よ
っ
て
私
の
研
究
の
不
足
が
暴
か

れ
て
し
ま
っ
た
。
李
玉
璽
氏
に
は
記
し
て
感
謝
を
表
し
た
い
。
鈴

木
教
授
か
ら
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
国
の
歴
史
を
帝
政
時
期
(
秦

以
降
)
と
帝
政
期
以
前
(
先
秦
)
に
分
け
て
論
ず
れ
れ
ば
辻
棲
が

あ
う
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
解
釈
は
中
国
の
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伝統中国における「観念的権利」の欠如

法
制
思
想
、
制
度
を
研
究
す
る
う
え
で
あ
り
う
る
方
法
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
鈴
木
教
授
の
学
問
的
喚
覚
に
は
敬
服
す
る
が
、
遺
憾
な

が
ら
、
小
論
で
は
、
鈴
木
教
授
の
示
唆
に
従
っ
て
書
き
換
え
る
こ

と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
筆
者
の
能
力
的
限
界
に
も
よ
る
し
、

小
論
の
意
図
が
中
国
と
西
洋
の
法
制
度
、
観
念
を
め
ぐ
る
マ
ク
ロ

的
比
較
を
通
じ
て
、
現
代
中
国
私
権
研
究
に
切
り
込
む
と
い
う
点

に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
余
り
に
細
か
な
論
点
に
入
り
込
む
な
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
に
つ
い
て
独
立
の
論
文
を
用
意
し
な
く
て
は
な

ら
な
く
な
る
。

(
叩
)
回
向

q
z
n
F
o
-
F
b
E
E
H
3吾
ミ
ロ
お
さ
き
豆
急

E
宅・白血同・
2
号ロ

同》叫開閉
F
O
H
向。『仏・戸唱斗一戸司
-
u
-
N
U
N

(
剖
)
羅
・
寵
徳
『
通
過
法
律
的
社
会
控
制
』
(
沈
宗
霊
・
董
世
忠
訳
、

商
務
印
書
館
、
一
九
人
四
年
、
原
著
は
、
ぎ
お

8
2
5
ι
・
守
口
ミ

む
ミ
ミ
与
さ
E
Z
E玄止〉『
nzg
∞oor--ま
∞
・
)
六
頁
。

(
剖
)
馬
克
一
定
・
前
掲
書
一
一
頁
。

(
回
)
彼
得
・
斯
担
、
約
翰
・
香
徳
『
西
方
社
会
的
法
律
価
値
』
(
王
献

平
訳
、
鄭
成
思
校
、
中
国
人
民
公
安
大
学
出
版
社
、
一
九
九
O
年、

原
著
は
、
旬
開
同
町
『
∞
E
P
Uロ
F
p
g
p
h
a
b
~
5
E
2
3
4司SH同
E

M
q
ぇ
SJMwe号
ロ
『
加
ゴ
己
ロ
S
E門司耳目印
p
-
2
h
F
)

一
五
O
頁。

(
出
)
梅
因
・
前
掲
書
七
七
1
七
八
頁
。

(
制
)
蓋
尤
斯
『
法
学
階
梯
』
(
黄
風
訳
、
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
一

九
九
六
年
、
原
著
は
、

4
Z
5
8
E
2
0『

ο包
耐
え
同
S
E
a
m品垣間門古

田口

E
B
E
s
s
s
tミ
玄
・
。
o
E
g
g
a
0・司・

m
o
v
-
5
0
R
3号
号
。

E
E
B
H
Z片
山
町

n
r
n
Z
E
穴

z
n
Z
2・
Z
E
O
R
U
E
n
r君
。

2
F
否
認
し

四
四
頁
。

(
釘
)
梅
因
・
前
掲
書
七
九
頁
。

(
剖
)
梅
因
・
前
掲
書
七
九
頁
。

(
訂
)
梅
因
・
前
掲
童
百
九
七
頁
。

(
槌
)
柏
位
図
『
理
想
国
』
(
郭
斌
和
・
張
竹
明
訳
、
商
務
印
書
館
、
一

九
九
七
年
)
一
頁
。

(
的
)
亜
里
土
多
徳
『
政
治
学
』
(
呉
寿
彰
訳
、
商
務
印
書
館
、
一
九
九

六
年
)
五
、
一
一
、
一
二
、
二
二
、
七
四
、
三
六
四
頁
な
ど
。

(
卯
)
亜
里
土
多
徳
・
同
右
書
一
八
九
頁
。

(
引
)
蓋
尤
斯
・
前
掲
書
二
頁
。

(
但
)
蓋
尤
斯
・
前
掲
書
四
頁
。

(
回
)
差
尤
斯
・
前
掲
書
一
八
頁
。

(
倒
)
査
土
丁
尼
・
前
掲
書
七
、
二
一
頁
。

(
町
四
)
宮
田

n
z
z
g
S
Eロf
田町ロ』白
B
E
切

nF君主
N

な
ど
の
西
洋
の
学
者
が

こ
の
見
解
を
主
張
す
る
。
皮
文
容
「
儒
家
法
学
一
超
越
自
然
法
」

高
道
葱
・
高
鴻
鈎
・
賀
衛
方
一
編
『
美
国
学
者
論
中
国
法
律
伝
統
』

(
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
)
導
言
参
照
。

(
同
)
梅
因
・
前
掲
書
九
四
1
九
五
頁
。

(
肝
)
査
士
丁
尼
・
前
掲
書
六
i
七
頁
。

(
m
m
)

呂
岩
峰
「
私
法
自
治
与
国
際
私
法

l
l
兼
論
国
際
私
法
的
性
質

与
範
囲
」
法
制
与
社
会
発
展
二

0
0
0
年
一
期
八
O
頁。

(
卯
)
高
道
葎
ほ
か
編
・
前
掲
書
三
頁
。
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研究ノート

(削
)

O
円
円
。
。
芯
吋

r
p
z
a
R曲
目
「
帥
垣
間
口
品
開
宮
同
町

g
q
o同
印

o
n
5
q
-
u
o
o
g

zoo-
可
田
口
∞

S
開
自
由
円
切
白

H
r
m
F
n自国
σ
ユm
k
m
d
E
〈刊日々

-
J
a
p

-
甲
山
川
∞

-
m
y唱
臥
・

(
川
)
凱
利
・
前
掲
書
五
八
頁
。

(
問
)
史
帯
文
・
戸
克
斯
『
個
人
主
義
』
(
閲
克
文
訳
、
江
蘇
人
民
出
版

社
、
二

O
O
一
年
、
原
著
は
、

2
2
g
p向
E
g
n
-
E
F
な
ら
ミ
ー

を
む
~
な
ヌ
巴
mwnr宅
n-f

。Ao
a
g仏
国
白
門
司
自
同
国

E
m
o
t
F
z
m垣

J
『
。
円

r・

3
3・
)
一
一
貝
。

(m)
彼
得
・
斯
担
、
約
翰
・
前
掲
書
一
四
O
、
一
五
人
頁
。

(
削
)
梁
治
平
な
ど
・
前
掲
書
二
六
頁
。

(
問
)
古
同
道
慈
ほ
か
・
前
掲
書
一

O
頁。

(
附
)
凱
利
・
前
掲
書
七
八
頁
。

(
問
)
威
廉
・
珠
斯
「
大
清
律
例
研
究
」
高
道
葱
ほ
か
・
前
掲
書
三
七

四
1
三
七
六
頁
。

(
附
)
鄭
成
思
・
前
掲
書
五
六
頁
。

筆
者
追
記

小
稿
に
対
し
て
鈴
木
賢
教
授
(
北
海
道
大
学
)
か
ら
懇
切
か
つ
的
確
な

ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
い
た
。
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
ア
ド
バ
イ
ス

に
も
と
づ
い
て
修
正
し
た
箇
所
に
は
こ
と
わ
り
書
き
を
付
し
た
。
も
と
よ

り
、
資
料
の
不
充
分
さ
お
よ
び
筆
者
の
能
力
不
足
な
ど
の
た
め
に
、
な
お

充
分
ご
批
判
に
応
え
き
れ
て
い
な
い
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ

ら
不
十
分
な
点
は
す
べ
て
本
人
の
責
め
に
帰
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
小
稿
に
対
し
て
は
、
中
国
社
会
科
学
院
の
鄭
成
思
教
授
か
ら
も
有

益
な
助
一
言
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
さ
ら
に
、

二
O

O
三
年
一

O
月
四
日
、
「
体
制
転
換
と
法
」
研
究
会
で
小
稿
の
内
容

に
つ
い
て
報
告
を
す
る
機
会
を
得
て
、
出
席
さ
れ
た
先
生
や
院
生
の
み
な

さ
ん
か
ら
、
質
の
高
い
、
叡
智
に
富
ん
だ
意
見
を
賜
っ
た
。
こ
う
し
た
こ

と
は
す
べ
て
小
稿
の
修
正
に
有
益
な
啓
発
を
与
え
て
く
れ
た
。
各
位
に
謹

ん
で
謝
意
を
表
し
た
い
。
小
稿
は
筆
者
が
北
海
道
大
学
助
手
を
務
め
て
い

た
時
期
の
研
究
成
果
で
あ
り
、
優
れ
た
交
流
と
学
習
の
機
会
を
与
え
て
く

れ
た
北
海
道
大
学
に
も
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

な
お
、
本
文
タ
イ
ト
ル
の
「
伝
統
中
国
」
と
は
主
に
中
国
の
奴
隷
制
社

会
と
封
建
制
社
会
の
時
代
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
西
周
か
ら
清
末
ま
で
の

時
期
を
指
す
。
こ
の
点
の
概
念
の
暖
味
さ
に
つ
い
て
、
鈴
木
教
授
か
ら
指

摘
を
受
け
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
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